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中間レビュー結果要約表 
I. 案件の概要 
国名:カンボジア 案件名：「カンボジア水道事業人材育成プロジェクト フェーズ３」

分野：水資源・防災 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署： 
地球環境部水資源第一 
チーム 

協力金額：3.68 億円 

協力期間 2012 年 11 月 – 
2017 年 11 月 
（5 年間） 

先方関係機関：工業・手工芸省（MIH）、対象 8 州（シェムリアップ、

バッタンバン、カンポット、コンポンチャム、コンポントム、プルサ

ット、スバイリエン、シハヌークビル）の公営水道事業体（TPW） 
日本側協力機関：北九州市水道局 
他の関連協力：JICA「シェムリアップ上水道整備計画（2003-2006）」
「配水システム更新・拡張計画（2010～2014）」「配水システム更新・

拡張計画（2010～2014）」「コンポンチャムおよびバッタンバン上水道

拡張計画（2013～）」「シェムリアップ上水道拡張事業（2012～）」「カ

ンポット地方上水道拡張整備計画（2014 年～）」 
1.1 協力の背景と概要 

 
カンボジア国では内戦中に極度に悪化した上水道施設を改善すべく、上水道セクターにお

いてこれまで様々な支援が行われてきた。1993年に我が国の支援により「プノンペン市上水

道整備計画」が策定され、同計画を基に我が国及び他ドナーは上水道施設を集中的に整備し

た。また、同市の水道事業運営を担うプノンペン水道公社（Phnom Penh Water Supply 
Authority：PPWSA）は1996年に公社化され、自らの裁量により独立採算で水道事業を行うこ

とが可能となった。公社化により、料金収入の増加につながる施設更新・拡張やサービスの

改善、さらには経営の効率化に向けたインセンティブが高まり、資金協力による施設整備や

我が国が2003年から2006年にかけて実施した水道事業人材育成プロジェクト（PPWSA職員の

技術能力強化を目指したもの、以下フェーズ1）の成果と相まって、PPWSAは給水普及率の

向上（1993年時25%から2006年時90%）、24時間給水の実現、（1993年時10時間から2006年時

24時間）、無収水率の削減（1993年時72%から2006年時8%）、黒字化（料金収入に対する運営

コストの割合が1993年時150%から2006年時40%）等を達成し、アジアにおける最良の水道事

業体の一つとなっている。 
 

一方で、プノンペン以外の地方都市の公営水道事業体の給水能力は依然として低く、国民

全体に安全な水が行き渡っていない。今後安全な水へのアクセスを向上し、それを持続的な

ものとしていくためにも、PPWSAの成功事例に倣い、公営水道事業体を公社化し、給水サー

ビスの拡充と経営効率化に向けたインセンティブが働くようにすることが望ましいが、現在

の地方公営水道事業体は工業・手工芸省（Ministry of Industry and Handicraft：MIH）傘下の一

部局として存在しており、独立した経営権を有していない。MIH及び公社を財務面から監督

する立場にある経済財務省（Ministry of Economy and Finance：MEF）も、将来的に地方公営

水道事業体を公社化させたい意向を強く持っている。しかし、地方公営水道事業体の多くは、

料金収入と運営コストさえ十分に把握していないため（顧客台帳や資産台帳は未整備）、カン

ボジアにおける標準的な会計基準（カンボジア会計基準（Cambodian Accounting Standard：
CAS）に従った作成が義務付けられている財務諸表は適切に作成されておらず、ましてや施

設及び設備の中長期的な整備・更新計画等も策定していないことから、将来の公社化に向け

た段階的な能力強化が不可欠である。 
 

こうした能力強化は、本来MIHによる経営管理計画の策定指導や審査、実施状況のモニタ

リング等を通じてなされるべきであるが、MIH自体の能力が不足している。なお、8州都の水
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道事業体のうち、唯一シェムリアップが2007年に公社化されており、円借款による施設拡張

が予定されている。先行しているシェムリアップを含め地方公営水道事業体は、将来的に独

立採算制の下で料金収入から借入金を返済しつつ、健全な財務状況を維持できる経営基盤を

整えること（経営管理能力の強化）が求められている。 
 

以上の状況から、2010年8月にカンボジア国政府は我が国に対して、水道事業体の将来的な

公社化を念頭に、上水道施設や設備の適時適切な整備及び更新、財務状況の的確な把握と健

全化、組織や人材育成に必要な施策の導入といった水道事業経営に関する事項の判断能力向

上による安定した水道事業経営を目的とする技術協力プロジェクトの実施を要請してきた。 
 
1.2 協力内容 
 
(1) 上位目標 

「対象 8 州都の公営水道局（TPW）において、水道サービスが向上する」 
 

(2) プロジェクト目標 
「全 TPW において、安定して持続的に水道事業を経営することができる」 

 
(3) 成果 

1) 「TPW の中長期財政管理計画策定に必要な基礎情報を整備する能力が向上する」 
2) 「TPWs において、中長期財政管理計画の策定能力が向上する」 
3) 「TPW において中長期財政管理計画の実施状況を定期的にモニタリングする能力が向

上する」 
4) 「MIH において、TPWs に対する経営状態のモニタリング、計画審査、政策策定、財務

支援に関する能力が向上する」 
5) 「TPW において人材育成やその改善策を分析する能力が向上する」 
 

(4) 投入実績 
(円貨は 1 米ドル＝122.74 円  1 カンボジア・リエル＝0.030 円 2015 年 7 月 JICA 公式レー

トで換算) 
 
日本側： 

長期派遣専門家： 3 名 
短期派遣専門家：14 名 
研修員受入：28(本邦研修 13、第三国研修 15)名

機材：約 6,322,700 円（51,513 米ドル）

現地活動費（在外事業強化費）：計約

33,728,000 円（274,792 米ドル） 
カンボジア側： 

カウンターパート（Counterpart：C/P）：57 名 
施設・設備：プノンペン市 MIH 内に専門家用執

務室が提供されている。 

ロ ー カ ル コ ス ト ： 約 3,170,000 円

（105,674,800 リエル） 

 
 

II. 評価調査団の概要 
調査者 総括： 

 
水道施設： 
水道事業経営： 
協力企画： 
国別援助計画： 
協力プログラム・ 
モニタリング： 
評価分析： 

田村えり子 国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：
JICA）地球環境部 水資源第一チーム 課長 

讃良 貞信 JICA 国際協力専門員 
川嵜 孝之 北九州市上下水道局海外事業部海外事業課 係長 
鎗内 美奈 JICA 地球環境部 水資源第一チーム 専門嘱託 
吉田健太郎 JICA 東南アジア・大洋州部東南アジア第二課 職員 
内田 東吾 JICA カンボジア事務所 企画調査員 
 
吉永 恵実 日本開発サービス 研究員 

調査期間 2015 年 6 月 10 日〜7 月 1 日 評価種類：中間レビュー 
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III. 評価結果の概要 
3.1 プロジェクトの主な実績 
 
成果１「TPW の中長期財政管理計画策定に必要な基礎情報を整備する能力が向上する」は、

予定される総合事務管理システムの導入が協力期間内に完了すれば達成される。成果１の達

成度を測る３つの指標の達成状況は以下の通り。 
 指標 1-1「顧客台帳に最新情報が定期的に更新されている」について、既存の顧客台帳

の精査と更新は全 TPW で完了しており、指標はほぼ達成されている。しかし完全な達

成は、現在プロジェクトで導入が予定される総合事務管理システム（以下「システム」）

が協力期間内に MIH と全 TPW とにインストールされて初めて可能となる。 
 指標 1-2「資産台帳に最新の情報が定期的に更新されている」について、資産台帳と資

産リストの精査と更新が実施済みであり、本指標もほぼ達成されている。しかし指標

1-1 同様、本指標も MIH と全 TPW にシステムがインストールされ、更新が行われて初

めて完全な達成となる。また一部の TPW の作業の質についてはフォローアップが必

要。 
 指標 1-3「カンボジア国際会計基準（Cambodian International Financial Reporting 

Standard：CIFRS）に則って毎年財務諸表が作成される」に関する活動は継続中である。

「CIFRS に則った財務指標が毎年作成される」という本指標を 2017 年 11 月の協力終

了までに達成するには、遅くとも 2016 年末までに CIFRS への移行を終了させ、2016
年度の年次財務報告が 2017 年初旬に作成できるよう準備を進める必要があり、現在各

TPW で作業が進んでいる。活動を加速するには、関連する研修の強化に加え、「CIFRS
の導入は国家全体の会計・監査方針に合致している」という認識を MEF の国家会計委

員会（National Accounting Council：NAC）・MIH 会計部・州工業・手工芸局（Department 
of industry and Handicraft：DIH）と再度確認・共有する必要がある。 

 先に述べた通り、プロジェクトは現在、顧客・資産・会計に関する情報データを管理

するシステムの導入を予定しているが、その調達手続きが 2013 年の総選挙と続き省庁

再編等により遅延気味である。成果１の達成は、協力期間中にシステム導入が完了し

て初めて完全な達成となるところ、プロジェクト後半システムの導入作業を加速させ

る必要がある。 
 
成果２「TPWs において、中長期財政管理計画の策定能力が向上する」の指標の達成には、

スケジュール管理を改善し、後半の活動を加速させる必要がある 。 
 指標 2.1「TPW が中長期事業計画を策定し、改定できるようになる」にかかる活動は

まだ初期の段階。ここで作成する中長期財務管理計画（以下「ビジネス・プラン」）は

本プロジェクトの主要な成果品であり、ビジネス・プランなしには成果３、４の一部

の活動を開始できないことから、プロジェクト後半、本指標にかかる活動を加速させ

る必要がある。また TPW 毎の活動の進捗に差異があることを踏まえ、本指標の達成度

の計測にあたっては、活動の進む TPW とその他の TPW とで違った基準を設ける必要

がある。 
 指標 2.2「中長期事業計画の策定に関するセミナーが TPW によって実施される」につ

いては、求められるのがセミナーの開始だけであれば達成は可能。しかし開催される

セミナーをプロジェクト活動に有益な内容とするためには、開催の目的を事前に明確

にし、関係者と共有する必要がある。 
 

成果３「TPW において中長期財政管理計画の実施状況を定期的にモニタリングする能力が向

上する」の活動は成果２の達成後に開始されるため、成果２の活動をまず加速させる必要が

ある。 
 指標 3.1「TPW は、中長期事業計画のモニタリング結果を含む報告が定期的に提出さ

れる」に関する活動は、成果２の活動後に開始される予定。成果２のビジネス・プラ

ンの作成作業が加速すれば、活動が先行する TPW が 2017 年にモニタリングを開始す
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ることは可能と思われる。 
 
成果４「MIH において、TPWs に対する経営状態のモニタリング、計画審査、政策策定、財

務支援に関する能力が向上する」の達成度を測る指標は達成が見込まれるが、MIH 職員の関

与の強化が必要。 
 指標 4.1「TPW は業務指標のモニタリング結果について定期的に MIH に報告する」は

2016 年内に達成される見込み。プロジェクトは「業務」「サービスの質」「財務」の３

つの分野で、包括的な業務指標（Performance Indicators：PI）を選択すべく準備を進め

ており、2015 年内には MIH から TPW に対し、選択された指標のモニタリングが正式

に指示される予定。 
 指標 4.2「MIH は TPW から提出された業務指標のモニタリング結果が妥当かどうか判

断できる」、MIH 職員自身、プロジェクト・ダイレクター率いる TPW への定期指導訪

問（「プロビンシャル・ツアー」）を通じて PI の選択に関わっているという理由から、

達成の見込みが高い。なお本プロジェクトに対する MIH 職員の参加が 2014 年初頭の

省庁再編以降限られていることから、MIH のコミットを確保するため、活動に参加す

る MIH 担当課・DPWS の職員を特定する必要がある。 
 指標 4.3「MIH は TPW から提出された中長期事業計画や年間計画が実現可能かどうか

判断できる」の達成度はプロジェクト後半、成果２の活動終了後に評価することが妥

当。指標 4-2 同様、本指標についても、活動の対象となる MIH 職員を明確にする必要

がある。 
 指標 4.4「MIH は MIH と公営水道局の将来の状況について提案する」の達成度は、本

プロジェクトの支援で策定が予定される水道法案が、広い分野関係者に対し正式な場

で発表されることを基準に評価する。水道法案は 2016 年初旬に最終化される予定であ

るところ、本指標が達成される見込みは高い。  
 
成果５「TPW において人材育成やその改善策を分析する能力が向上する」の前半の活動に一

定の成果がみられたが、後半に向けて指標や活動の修正が必要。 
成果５についてはプロジェクト前半、組織図・業務分掌・職務分掌のレビューと確認

がほぼすべての TPW において行われており、調査中の聞き取りでは、これらの作業を

通し各職員の職務・責務が明確になったことが無収水の削減など正の経済効果につな

がったという声がきかれた。他方で人事管理に関する能力向上については、本中間レ

ビュー中に実施したフォーカス・グループ・ディスカッションにおいて、TPW 間の意

見交換が有用であるという意見が多く挙げられた。そのためプロジェクト後半の成果

５の活動は、TPW 間の経験共有行事やプロビンシャル・ツアーを通して実施すること

を提案する。 
 
プロジェクト目標「全 TPW において、安定して持続的に水道事業を経営することができる」

の達成には、後半の活動の加速化が必要。 
 指標 1.「全ての TPW はプロジェクト活動で習得した知識を活用できるようになる」の

達成の見込みは現時点では不明である。本指標の「プロジェクト活動で習得した知識を

活用する能力」とは、具体的にはビジネス・プランを適切に策定・モニターし、実施の

進捗を報告するのに必要な TPW の能力である。本指標が達成される見込みはプロジェ

クト後半の活動進捗に左右されるため、まず成果１～３の活動の実施スケジュールとマ

イルストーンを明確にする必要がある。また TPW 毎の進捗の差異を踏まえ、本指標の

達成度を測定する際は、先行 TPW と他の TPW で異なる基準を設定する必要がある。 
 指標 2.「業務指標（PI）が明確になり、モニターされるようになる」：PI は現在最終化

されており、2015 年末までに TPW に共有されモニタリングが開始される予定である

ところ、本指標は 2016 年中に達成が見込まれる。 
 指標 3.「全ての TPW のパフォーマンスが、2013 年に比べて現場の努力を通じて改善

される」の最終的な評価は PI のモニタリング開始以降となるが、2012～2014 年の各
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TPW の業績が改善傾向にあるところ、指標が達成される見込みは高い。 
 

3.2 ５項目評価の概要 
 
(1) 妥当性 
 

本プロジェクトの妥当性は「高い」と評価した。その理由は以下の通り。 
 
1) カンボジアおよび日本の政策との合致していること。またカンボジア水分野支援におけ

る日本の比較優位と合致していること。 
 「水道事業を安定的・持続的に経営する TPW の能力が強化される」という本プロジェ

クトの目的と活動内容は、現行のカンボジアの国家戦略開発計画（National Strategic 
Development Plan）（2013～2018 年）、そして同計画の根幹を成すカンボジア政府の四

辺形戦略（フェーズ 3）の内容とに合致する。四辺形戦略は水分野のインフラ整備に

伴う人材育成の必要性を明記しており、また NSDP には、MIH が給水分野への投融資

（sector financing）推進に担う役割や、公共水道事業体が投資・拡張計画を含む複数年

度のビジネス・プランを作成する義務が記載されている。 
 NSDP に明記される MIH の任務の一環として、MIH は 2014 年、省令「Prakas on Procedure 

for Issuing, Revising, Suspending and Revoking Permit for Water Supply Business」を策定。

この省令において、本プロジェクトの担当課である MIH 水道部は、公共水道事業体を

水道事業者から提出されるビジネス・プランの評価を担当する部署と定義している。

MIH・TPW 両者を対象にビジネス・プランの策定・モニタリング能力の向上を図る本

プロジェクトの趣旨は、同省令に鑑みても適切である。 
 日本の対カンボジア援助方針および JICA の対カンボジア事業展開計画は、本プロジェ

クトが支援する地方州都における水へのアクセス向上を、優先支援分野の一つと位置

付けている。 
 日本は 1993 年より継続的にカンボジア水分野支援を実施しており、この実績に鑑み、

本プロジェクトの実施は日本の比較優位に合致していると評価できる。また JICA は現

在、カンボジアにおいて他の水分野支援案件を実施しており、これら関連支援との相

乗効果が望める案件設計である。  
 
2) カンボジアの開発ニーズ・受益者の能力ニーズに合致していること。 
 本プロジェクトの目的は、都市の給水アクセス改善に対するカンボジアの開発ニーズ

に合致している。1998 年の 60%であった給水へのアクセスを持つ都市部の人口を 2015
年までに 80%に向上させることは、カンボジア・ミレニアム開発目標（Cambodia 
Millennium Development Goals：CMDG）に明記された政府目標の一つである。カンボ

ジアは 2008 年から 2012 年の 4 年間で都市部の給水普及率を 52%から 68.5%へと急速

に向上させることに成功したものの、普及率 85%のプノンペン以外の都市部の普及率

は依然として低く、給水分野の開発ニーズは大きい。本プロジェクトの成果は CMDG
の達成に向けたカンボジア政府の努力に大きく貢献するものと思われる。 

 NSDP によれば、カンボジア都市給水は現在、給水事業を管理する法的枠組みの欠如・

業務運営や予算執行に関する公共水道事業体の独立性の欠如・公共水道事業体を監督

する中央省庁（具体的には MIH）の能力不足・水道事業体における技術・人材不足等

の課題に直面している。本プロジェクトは TPW を対象とする人材育成・MIH の監督

能力向上・水道法案の策定を通した法制度整備等の活動で構成されており、国家計画

で認識される課題への対応として大変適切である。 
 
3) 受益者の選定・活動の手順が適切であること。 

本プロジェクトの受益者は、観光で有名なシェムリアップや国道一号線沿いの州都な

ど、商業活動に重要かつドナー支援で施設整備を実施済みの水道事業体であり、これ
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により高い効率性やインパクトを狙う設計となっている。また一つの活動が終了して

初めて次の活動に移行できる設計であるため、進捗が把握しやすいという利点がある。 
 
(2) 有効性 

 
本プロジェクトの有効性の評価は、現時点では「時期尚早」と評価した。プロジェクト目

標の達成見込みが現時点で不明確であることがその理由である。 
 
 プロジェクト目標の達成度を測る３つの指標のうち、指標２（PI の選定とモニタリン

グ）、３（現場の業績向上）は協力期間中の達成が見込まれる。しかし目標達成のカギ

でありプロジェクトのリソースの多くが集中する指標１（ビジネス・プランの策定と

モニタリング）については、達成の見込みが不明確な状況である（詳細は「３－２ プ

ロジェクト目標の達成状況」参照）。プロジェクト後半に指標１に関する活動が加速し、

３つの指標全ての達成が可能になれば、最終的に有効性は高まるであろう。 
 これまでの活動を通じて、成果も確認されている。前半の活動、特に成果１の作業を

通して TPW の財務データの信頼性が向上し、標準作業手順書（Standard Operating 
Procedures：SOP）の作成で TPW における業務手順が標準化された結果、8 中 7 の TPW
において、2014 年の収支が純利益に転じている。なおプロジェクト開始前の 2011 年

時点では、8 中 7 の TPW が純損失を抱えていた。かかる成果の産出には、特に以下の

要因が貢献したものと思われる。 
 プロジェクト幹部のリーダーシップが存在したこと。プロジェクト・ダイレクタ

ー主導で実施するプロビンシャル・ツアーを通した TPW への指導と、他のプロジ

ェクト活動との間に相乗効果を生まれ、TPW の技術やモチベーションの強化につ

ながったこと。 
 TPW 自身の関心・モチベーション・自信・リーダーシップ。これらが顕著な TPW

については、能力向上が図られやすかった。 
 近年 JICA が実施した他の案件が、TPW の財務に正のインパクトをもたらしたこ

と。JICA 他案件とは、具体的にはプルサット・シアヌークビル・コンポンチャム・

バッタンバンで日本が実施したインフラ整備の無償資金協力等を指す。 
 他方で、プロジェクト目標の達成を阻害し得る要因も確認された。主な例は以下の通

り。 
 プロジェクトの調整能力の不足、MIH の人材不足。そのため日本人専門家・MIH・

TPW 間の情報共有が必ずしも円滑に実施されていない。 
 TPW 毎の能力に差異があること。一部の TPW の活動の遅延により、PDM の指標

の達成が困難になる恐れがある。 
 
(3) 効率性 

 
本プロジェクトの効率性は「中程度」である。 

 
 プロジェクトに対しては、プロジェクト・ダイレクター、日本人専門家、そして TPW

の大半からコミットが得られている。また国内の既存の知見やリソースを活用し効率

性を高める工夫も施されている面も評価できる。他方、プロジェクト前半の活動の進

捗は不足気味かつ断続的であり、効率性を阻害している面があった。そのためプロジ

ェクトの後半のスケジュール管理の改善が急務である。 
 効率性を高める努力や工夫として挙げられる例は以下の通り。 

 フェーズ２の知見が活用されたこと。フェーズ２と同じ TPW を対象としているた

め、JICA の支援に経験のある CP 人材や、フェーズ２でこれら CP が培った給水事

業の技術を活用することが可能となり、効率性向上に寄与した。 
 本プロジェクトは、他ドナーの過去の支援を有効活用し、効率性を高める工夫が行
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われていること。具体的には、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）お

よび世界銀行が施設の整備・改修を実施した TPW を対象とすることで協力の効率

性を高める設計となっている。また世界銀行の関連支援である水衛生プログラム

（Water and Sanitation Program : WSP）との定期的な情報交換を通じて、双方の支援

の相乗効果を高める努力が行われている。 
 JICA との協力を通して経営改善を成功裏に収めた経験を持つ公営水道事業体であ

る PPWSA の専門家を活用していること。これにより TPW とのコミュニケーション

や技術移転が容易になった他、国内講師人材としての PPWSA の能力向上も図られ

た。 
 プロジェクト前半の活動において効率性を阻害した要因には、以下が挙げられる。こ

れら複数の要因が複雑に絡み合って、結果活動の進捗に遅延や断続が生じている。 
 2013 年の国家議会選挙の期間中、政府全体の業務が滞り、本プロジェクトの進捗に

もこれが影響して活動に遅延が生じたこと。 
 議会選挙後の省庁再編で、本プロジェクトの担当省庁そしてその人事が刷新された

こと。その結果本プロジェクトに従事できる人材が MIH で不足していること。 
 水道法案の策定等が加わり、プロジェクトの業務量が増加したこと。 
 上記に加えて、MIH・TPW・日本人専門家間の調整が不足していること・日本人専

門家の派遣期間が短く日程に融通が利かない上、毎回派遣される専門家が異なるこ

とが挙げられる。これらの事情が相まって、結果的に活動の円滑な進捗が阻害され

ている。 
 
(4) インパクト 

 
本プロジェクトのインパクトは、現時点では不明である。 
 
 「インパクト」は、１）上位目標の指標に改定が必要なこと、２）波及効果の検証が

現時点では時期尚早であること、という理由から、プロジェクトのインパクトは現時

点では不明と判断した。なお、上位目標の指標は、「1. TPW の給水普及率が改善され

る」、「2. TPW の給水時間が改善される」の 2 項目である。 
 現時点でプロジェクトの波及効果は十分に発現していないものの、期待される効果と

しては以下が想定される。 
 本プロジェクトで技術移転を受けた TPW の職員を給水分野の講師人材として、他

の公共あるいは民間水道事業体の技術レベル向上が図られる。 
 本プロジェクト活動の結果、給水事業の監督機関としての MIH の組織能力強化の必

要性に対する認識が一層高まる。 
 プロジェクトの支援で水道法案が策定されることにより、水道水源の保全・水質基

準および水道料金算定方法の確立・法に基づく給水事業の実施が可能になる。 
 

(5) 持続性 
 

持続性の評価は「時期尚早」である。 
 
 本プロジェクトの持続性は、プロジェクト前半の活動の進捗が不十分であることから、

評価は時期尚早と判断した。しかし本中間レビューで確認された実績や課題から判断

して、以下が実現されるか否かが本プロジェクトの持続性を左右すると思われる。 
 プロジェクトの能力向上活動に対し、TPW のより積極的な参加を促す努力が払われ

る（例：TPW に課題を出し、回答を定期的に発表させる場を設ける、等）。 
 MIH が今後、現行の NSDP（2014～2018 年）に明記された政策に沿って、求められ

る役割を適切に果たす。 
 JICA を含めた開発パートナーが、カンボジアの給水分野のガバナンス強化に対して
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支援を継続する。 
 プロジェクト期間中および協力後、TPW がオーナーシップを持って活動を継続す

る。 
 プロジェクトの結果、TPW が自己の財政ニーズを、財政計画というエビデンスを持

って説明できるようになる。 
 本プロジェクトで培った技術や習慣が職員に共有され、これらが業務の一部として

慣習化されていくような仕組みが各 TPW に確立される。 
 開発パートナーが、本プロジェクトを通じて TPW が作成するビジネス・プランに

沿って支援を実施する。 
 水道法の施行に伴い、民間水道事業者の活動を管理する関連規制が整備される。 
 
 

3.3 効果発現に貢献した要因 
 
(1) 計画内容に関すること： 

活動の焦点や実施手順の設計が適切であること。案件の内容がカンボジアの開発ニーズに

大変合致している上、一つの活動が終了して初めて次の活動に移行できる設計となってお

り、進捗が把握しやすい。 
 

(2) 実施プロセスに関すること： 
 プロジェクト幹部のリーダーシップが存在したこと。プロジェクト・ダイレクター主

導で実施するプロビンシャル・ツアーを通した TPW への指導と、他のプロジェクト活

動との間に相乗効果を生まれ、TPW の技術やモチベーションの強化につながったこ

と。 
 TPW 自身の関心・モチベーション・自信・リーダーシップ。これらが顕著な TPW に

ついては、能力向上が図られやすかった。 
 フェーズ２の知見が活用されたこと。フェーズ２と同じ TPW を対象としているため、

JICA の支援に経験のある CP 人材や、フェーズ２でこれら CP が培った給水事業の技

術を活用することが可能となり、効率性向上に寄与した。 
 JICA との協力を通して経営改善を成功裏に収めた経験を持つ公営水道事業体である

PPWSA の専門家を活用していること。これにより TPW とのコミュニケーションや技

術移転が容易になった他、国内講師人材としての PPWSA の能力向上も図られた。 
 他ドナーの過去の支援を有効活用し、効率性を高める工夫が行われていること。具体

的には、ADB および世界銀行が施設の整備・改修を実施した TPW を対象とすること

で協力の効率性を高める設計となっている。また世界銀行 WSP との定期的な情報交換

を通じて、双方の支援の相乗効果を高める努力が行われている。 
 近年 JICA が実施した他の案件が、TPW の財務に正のインパクトをもたらしたこと。

JICA 他案件とは、具体的にはプルサット・シアヌークビル・コンポンチャム・バッタ

ンバンで日本が実施したインフラ整備の無償資金協力等を指す。 
 

3.4 問題点及び問題を惹起した要因 
 
(1) 計画内容に関すること：なし 

 
(2) 実施プロセスに関すること 
 TPW 毎の能力に差異があること。一部の TPW の活動の遅延により、PDM の指標の達

成が困難になる恐れがある。 
 2013 年の国家議会選挙の期間中、政府全体の業務が滞り、本プロジェクトの進捗にも

これが影響して活動に遅延が生じたこと。 
 議会選挙後の省庁再編で、本プロジェクトの担当省庁そしてその人事が刷新されたこ
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と。その結果本プロジェクトに従事できる人材が MIH で不足していること。 
 プロジェクトの調整能力の不足。そのため日本人専門家・MIH・TPW 間の情報共有が

必ずしも円滑に実施されていない。 
 活動に水道法案の策定等が加わり、プロジェクトの業務量が増加したこと。 
 成果 1-3 で導入される CIFRS に関する、共通認識が不足していること。NAC、MIH 会

計部、DIH、TPW の間で、CIFRS に則った会計基準を導入するという方針が必ずしも

共有されていないことが、成果 1-3 の進捗に支障をきたした面がある。 
 
3.5 結論 
 
 2012 年 11 月の開始以降、「カンボジア水道事業人材育成プロジェクト（フェーズ３）」

は、「対象 8 都市の公営水道事業体において安定的・持続的な給水管理能力を向上する」

という事業目的の達成に向け一定の成果をあげている。 
 協力前半、プロジェクトは特に TPW の財務データの信頼性向上に大きな成果をあげ

た。また協力後半にはビジネス・プランや水道法案の策定等、更なる成果の産出が見

込まれている。他方で活動全体の進捗は当初計画と比べ遅延気味であり、後半の活動

を加速する必要性が認識された。 
 本プロジェクトの設計は適切であり、今後遅延なく活動が実施されれば、所期の成果

の達成と、カンボジア給水分野に対する高いインパクトの発現が可能、というのが中

間レビュー評価団の所見である。他方で課題として、短期的にはプロジェクト後半の

効率性を確保すること、長期的には TPW 内でプロジェクトの知見が活用される仕組み

を確立する・MIH の役割を明確化する・ビジネス・プランをツールとして、経営改善

と外部資金の確保を図る等の活動が必要であることが確認された。 
 上記の所感に基づく、経済開発協力機構（OECD）の基準による評価結果は以下の通

り。 
 

 本プロジェクトの設計がカンボジアの開発政策とニーズ、日本の政策や比較優位と

合致していること、開発効果を得るのに適切な案件設計となっていることから、妥

当性は「高い」。 
 プロジェクト目標達成の見込みが不明であることから、有効性の評価は「時期尚

早」。しかし後半の活動の効率が上がれば、有効性は高まることが見込まれる。 
 プロジェクト・ダイレクター、日本人専門家、TPW の大半がプロジェクトに高いコ

ミットを示している一方で、2013 年の国家議会選挙の影響やプロジェクト業務の増

加等の事情で活動に遅延が生じていることから、効率性は「中程度」。 
 上位目標の指標に修正が必要であること、また波及効果の検証が時期尚早であるこ

とから、現時点で本プロジェクトのインパクトは「不明」。なお、想定される波及

効果の例は、「3.2(4) インパクト」に記載した。 
 前半の活動進捗が十分でないという事情から、持続性の評価は「時期尚早」。今後

の持続性を左右する要因については、「3.2(5) 持続性」を参照。 
 

IV. 提言 
 
4.1 活動の運営管理の改善 

提言内容 担当者 
1） 以下の活動を通じて、活動を加速させること。  
 今後の活動のスケジュールと詳細を明確にし、全 TPW に共有す

る。また関係者の役割分担を確認し、スケジュールに沿った活

動の実施に務める。 

MIH、TPW、 
日本人専門家 



 

xviii 

 遅延なくプロジェクト活動を実施するため、日本人専門家およ

び（または）カンボジア人専門家の投入を増やす。 
JICA 

 先行する TPW が、他の TPW による活動の加速を支援する体制

を確保する。 
MIH、TPW、 
日本人専門家 

 TPW が作成した資産台帳および資産管理リストの質を確認し、

またこれらの用途について TPW の理解を促進する。 
日本人専門家 

 システムの調達と導入を早期に開始する。 日本人専門家 

 CIFRS を全水道事業体に適用するという MIH の方針に基づき、

TPW の CIFRS への移行を促進するため、MEF・MIH 会計部・

DIH と更なる協力を図る。 

MIH、TPW、 
日本人専門家 

 水道法案の作成プロセスを加速する。 MIH、 
日本人専門家 

2） プロビンシャル・ツアーを通じた TPW への指導を継続するこ

と。またプロジェクトの主要な活動とツアーのタイミングを調

和化させること。 

MIH、 
日本人専門家 

3） 各 TPW からフォーカル・ポイントを指名し、これらフォーカ

ル・ポイントが責任を持ってプロジェクトとの連絡調整を行い、

調整の結果を TPW 所長に定期的に報告するよう指示すること。 

TPW 

4） TPW をより積極的にプロジェクトの能力向上活動に参加させる

こと。具体的には、プロジェクトからの宿題を定期的に提出・

発表させる、経験共有の行事への参加を得る、等。 

TPW、 
日本人専門家 

5） DPWS との協議を増やすこと。 MIH/DPWS 、

日本人専門家 
6） MIH 幹部に対し、定期的に活動の進捗を報告すること。 MIH/DPWS 、

TPW、 
日本人専門家 

 
4.2 PDM の活動・指標の精緻化と修正  

提言内容 担当者 
1） プロジェクトの目的に鑑み、以下の修正を行うこと。 
 上位目標の指標の修正。 
 プロジェクト目標の指標 3 の修正。具体的にはこれを「Each 

performance at all TPWs is improved through on-site efforts 
compared to ones of 2013」から「Performance at all TPWs is 
improved as compared to 2013 using the PIs as a tool」に修正。 

 成果４の活動、および成果５の活動と指標の修正。 
 上位目標の外部条件の追加。例としては、「カンボジアの政治

経済情勢に大きな変化が生じない」等。 

法案の作成は、

日本人専門家が

MIH お よ び 
TPW との協議

を通して実施。 

2） 成果指標 2-2 で開催されるセミナーの詳細を決定すること。 MIH、日本人専

門家 

3） PI のモニタリングと報告の方法を明確にすること。 MIH、日本人専

門家 
4） 水道法案に関する内外関係者との情報共有の方法、および法案

策定終了後に日本人専門家が果たすべき役割を明確にするこ

と。 

MIH、日本人専

門家 

5） 上位目標の指標の達成度をいつ誰がどのように計測するべき

か、関係者で合意すること。 
MIH、TPW、 
日本人専門家 
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4.3 今後のインパクトと持続性の確保 
提言内容 関係者 
1） 給水管理の重要性について、継続的に TPW の理解促進に努め

ること。 
MIH、日本人専

門家 
2） TPW 間のネットワークを構築し、TPW 間の技術移転や経験共

有を促進すること。 MIH、TPW 

3） 策定されるビジネス・プランを、持続的な財務管理と資金源獲

得に十分に活用すること。 MIH、TPW 

4） 広報活動を促進し、給水分野の開発パートナーや他の潜在的な

投資家の意識向上に努めること。 
TPW、MIH、 
日本人専門家 

5） プロジェクト終了後も、先行 TPW から他の TPW に対する支援

を継続すること。 MIH、TPW 
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第１章 調査評価の概要 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

「カンボジア国水道事業人材育成プロジェクト（フェーズ３）（以下「プロジェクト」）」は、対

象 8 州の公営水道事業体（Targeted Public Waterworks：TPW）における水道事業の安定的・持続的

経営の実現を目的に、工業手工芸省（Ministry of Industry and Handicraft：MIH）および８つの TPW
をカウンターパート（Counterparts：C/P）として 2012 年 11 月より実施される、二国間技術協力

事業である。 

国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は、１）事業の改善、２）説明責

任（アカウンタビリティ）の向上を目的にプロジェクト・レベルの評価を実施している1。2012
年 7 月にカンボジア政府と JICA との間に署名された討議議事録（Record of Discussion：R/D）に

おいても、協力の中間地点で合同レビューを実施することが謳われていることから、本レビュー

が実施される運びとなった。本レビューの具体的な目的は以下の通り。 

(1) 本プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（別添 1・Annex 1）に基づき、

プロジェクト前半の実績を確認する。 
(2) プロジェクトの活動に影響を及している要因を確認・検証する。具体的には関係者間のコ

ミュニケーションや事業管理等のプロジェクト内部の要因や、カンボジア政府内の組織体

制の変化等の外的な要因の影響を検証する。 
(3) 上記で確認した実績について、経済協力開発機構（Organization for Economic Cooperation and 

Development：OECD）が提唱する 5 項目基準を用いた質的評価を実施する。 
(4) 後半のプロジェクト活動に対する提言を行う。 

１－２ 調査日程 

本レビューは 2015 年 6 月 10 日（水）～7 月 1 日（水）の日程で行われた（別添 1・Annex2）。
うち 6 月 25～30 日の 5 日間は、カンボジア側評価団との合同評価を実施した。 

１－３ 調査団の構成 

  (1) カンボジア側評価団 
Mr. PREAP Somala 
Director of Kompong Cham Waterworks 

  (2) 日本側評価団（敬称略） 

団長 田村えり子 JICA 地球環境部 水資源第一チーム 課長 

水道施設 讃良 貞信 JICA 国際協力専門員 

水道事業経営 川嵜 孝之 北九州市上下水道局海外事業部海外事業課 係長 

                                                        
1 「新 JICA 事業ガイドライン 第 2 版（2014 年 5 月）」より。 
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協力企画 鎗内 美奈 JICA 地球環境部 水資源第一チーム 専門嘱託 

国別援助計画 吉田健太郎 JICA 東南アジア・大洋州部東南アジア第二課 職員

協力プログラム・

モニタリング 内田 東吾 JICA カンボジア事務所 企画調査員  

評価分析 吉永 恵実 （株）日本開発サービス 研究員 
 

１－４ 対象プロジェクトの概要 

 １－４－１ プロジェクトの背景 

カンボジア国では内戦中に極度に悪化した上水道施設を改善すべく、上水道セクターにおい

てこれまで様々な支援が行われてきた。1993 年に我が国の支援により「プノンペン市上水道整

備計画」が策定され、同計画を基に我が国及び他ドナーは上水道施設を集中的に整備した。ま

た、同市の水道事業運営を担うプノンペン水道公社（Phnom Penh Water Supply Authority：PPWSA）

は 1996 年に公社化され、自らの裁量により独立採算で水道事業を行うことが可能となった。公

社化により、料金収入の増加につながる施設更新・拡張やサービスの改善、さらには経営の効

率化に向けたインセンティブが高まり、資金協力による施設整備や我が国が 2003 年から 2006
年にかけて実施した水道事業人材育成プロジェクト（PPWSA 職員の技術能力強化を目指した

もの、以下フェーズ 1）の成果と相まって、PPWSA は給水普及率の向上（1993 年時 25%から

2006 年時 90%）、24 時間給水の実現、（1993 年時 10 時間から 2006 年時 24 時間）、無収水率の

削減（1993 年時 72%から 2006 年時 8%）、黒字化（料金収入に対する運営コストの割合が 1993
年時 150%から 2006 年時 40%）等を達成し、アジアにおける最良の水道事業体の一つとなって

いる。 

一方で、プノンペン以外の地方都市の公営水道事業体の給水能力は依然として低く、国民全

体に安全な水が行き渡っていない。そのためカンボジア国政府は、2006 年に策定した国家戦略

開発計画（National Strategic Development Plan：NSDP）：2006～2010 年、その後 2013 年まで延

長）の中で、都市部での安全な飲料水へのアクセス率を 2005 年の 35%から 2015 年までに 80%
まで引き上げることを目標としている。 

我が国は、同目標に貢献すべく、PPWSA の成功事例を地方都市の公営水道事業体へ展開す

る方針のもと、協力を行ってきた。無償資金協力による浄水場整備を実施したシェムリアップ、

及びアジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）、世界銀行の融資により上水道施設の整

備・更新が行われたバッタンバン、カンポット、コンポンチャム、コンポントム、プルサット、

スバイリエン、シハヌークビル、合計 8 州都の公営水道事業体において、上水道施設の運転・

維持管理能力の向上を目的とした技術協力プロジェクト「水道事業人材育成プロジェクト フ

ェーズ 2」（以下フェーズ 2）を 2007 年 5 月から 2012 年 3 月まで実施した。施設整備と職員の

技術的能力の向上という一体的な支援の結果、一定レベルでの上水道施設の運転は可能となっ

たが、地方都市の上水道を管轄する MIH によれば、安全な水にアクセス可能な都市部人口は

2010 年実績で 58.6%程度と依然低位に留まっている。 
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今後安全な水へのアクセスを向上し、それを持続的なものとしていくためにも、PPWSA の

成功事例に倣い、公営水道事業体を公社化し、給水サービスの拡充と経営効率化に向けたイン

センティブが働くようにすることが望ましいが、現在の地方公営水道事業体は MIH 傘下の一部

局として存在しており、独立した経営権を有していない。MIH 及び公社を財務面から監督する

立場にある経済財務省（Ministry of Economy and Finance：MEF）も、将来的に地方公営水道事

業体を公社化させたい意向を強く持っている。しかし、地方公営水道事業体の多くは、料金収

入と運営コストさえ十分に把握していないため（顧客台帳や資産台帳は未整備）、カンボジアに

おける標準的な会計基準〔カンボジア会計基準（Cambodian Accounting Standard：CAS）〕に従

った作成が義務付けられている財務諸表は適切に作成されておらず、ましてや施設及び設備の

中長期的な整備・更新計画等も策定していないことから、将来の公社化に向けた段階的な能力

強化が不可欠である。こうした能力強化は、本来 MIH による経営管理計画の策定指導や審査、

実施状況のモニタリング等を通じてなされるべきであるが、MIH 自体の能力が不足している。 

なお、8 州都の水道事業体のうち、唯一シェムリアップが 2007 年に公社化されており、円借

款による施設拡張が予定されている。先行しているシェムリアップを含め地方公営水道事業体

は、将来的に独立採算制の下で料金収入から借入金を返済しつつ、健全な財務状況を維持でき

る経営基盤を整えること（経営管理能力の強化）が求められている。 

以上の状況から、2010 年 8 月にカンボジア国政府は我が国に対して、水道事業体の将来的な

公社化を念頭に、上水道施設や設備の適時適切な整備及び更新、財務状況の的確な把握と健全

化、組織や人材育成に必要な施策の導入といった水道事業経営に関する事項の判断能力向上に

よる安定した水道事業経営を目的とする技術協力プロジェクトの実施を要請してきた。 
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 １－４－２ プロジェクトの骨子 

(1) 基本情報 

【プロジェクト名】 「カンボジア国水道事業人材育成プロジェクト フェーズ３」 
【協力期間】 2012 年 11 月～2017 年 11 月（R/D 署名：2012 年 7 月） 
【カンボジア側実施機関】● MIH 水道部（Department of Portable Water Supply：DPWS） 

● 対象 8 州の TPW（シェムリアップ、バッタンバン、カンポット、コ

ンポンチャム、コンポントム、プルサット、スバイリエン、シハヌ

ークビル） 
(2) プロジェクトの目標・指標（PDM より引用） 

【上位目標】 「Water services provided by TPWs are enhanced」 
1. Service coverage served by TPWs is improved. 
2. Water supply duration served by TPWs is improved. 

【プロジェク

ト目標】 
「All TPWs are able to manage water supply more stably and sustainably」 

1. All TPWs are able to utilize the knowledge given by the Project activities. 
2. The performance indicators (PIs) are clarified and monitored. 
3. Each performance at all TPWs is improved through on-site efforts compared to ones 

of 2013. 
【成果１】 「Capacity of managing the data necessary for medium/long-term financial management 

plans is enhanced at TPWs」 
1-1 The customer ledgers are periodically updated. 
1-2 The asset ledgers are periodically updated. 
1-3 The financial statements are prepared every year in line with Cambodian 

International Financial Reporting Standards (CIFRS). 
【成果２】 「Capacity of formulating medium/long-term financial management plans is improved at 

TPWs」 
2-1 TPWs are able to prepare and revise medium/long-term financial management 

plans. 
2-2 The seminars on the formulation of medium/long-term financial management 

plans are held by TPWs. 
【成果３】 「Capacity of monitoring medium/long-term financial management plans is enhanced at 

TPWs」 
3-1 TPWs periodically submit the reports including the monitoring results of 

medium/long-term financial management plans. 

【成果４】 「Capacity of monitoring、 evaluating medium/long-term financial management plans、
formulation policies and supporting TPWs for funding is strengthened at MIH」 

4-1 TPWs report the monitoring results of PIs to MIH regularly. 
4-2 MIH is able to check the appropriateness of the monitoring results of PIs

submitted by TPWs. 
4-3 MIH is able to judge the feasibility of medium/long-term financial management 

plans and annual plans prepared by TPWs. 
4-4 MIH proposes the future situation of MIH and public water utilities. 

【成果５】 「Capacity of analyzing human resources development and improvement measures at 
TPWs is enhanced」 

5-1 The results of gap analysis between human resource development management 
which should be done for the ideal situation and the current capacity 
level/function are compiled. 

5-2 The topics necessary for trainings、 the target personnel、 and specific profile to 
be recruited are identified. 
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第２章 中間レビューの方法 

２－１ 評価の手法 

本調査は、「新 JICA 事業ガイドライン 第 2 版」（2014 年 5 月）を指針として、「プロジェクト・

デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）」を用いてプロジェクト活動の成果を測

定・評価する手法で実施した。PDM とは、活動実施に必要な投入要素や期待される成果を包括的

に示すプロジェクトの設計図である。本調査においては、プロジェクトの PDM（別添 1・Annex 1）
を用いて、以下の (1)～(3)の作業を実施した。 

  (1) プロジェクト実績の検証 
 成果の測定：PDM に示された成果目標がどの程度達成されているかを、同じ PDM に

記載された測定指標を用いて確認した。 
 実施プロセスの検証：プロジェクト活動の実施過程に影響を及ぼした要因を検証した。

例としてプロジェクトの運営体制、関係者のコミュニケーションやオーナーシップ、

政府の組織体制変化など、PDM の指標のみでは把捉が困難な影響が挙げられる。 
 活動・投入～成果～プロジェクト目標の因果関係の検証：プロジェクトの活動がどの

程度目標達成に貢献したか、また PDM 上の活動以外に、プロジェクト目標の達成に

貢献した要因、あるいは阻害した要因の有無等を確認した。 

  (2) 経済協力開発機構の 5 項目基準による評価：(1)の検証結果を、経済協力開発機構

（Organization for Economic Cooperation and Development：OECD）が「開発援助の評価

のための原則」（1991 年）において提唱する評価基準を用いて評価した。その評価基準

とは「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」である。各基準の詳細は下

表２－１の通り。 

表 ２－１ OECD の 5 項目評価基準 

1. 妥当性 プロジェクトの設計やアプローチが対象国の政策や受益者のニーズに合致
するか、日本の援助政策や比較優位に合致するか等で評価する。 

2. 有効性 プロジェクト目標の達成度で評価する。評価の際は、プロジェクト目標の指
標の達成度と、達成に貢献した、あるいはこれを阻害した要因の影響等も勘
案する。 

3. 効率性 投入が成果に転換される過程の効率を評価する。具体的には投入の量・質・
タイミングの適切性、運営の効率性、その結果としての活動の進捗や成果の
発現状況等の視点から評価する。 

4. インパクト 主に上位目標の達成見込みと、プロジェクト実施過程で生じた想定外の効果
や正・負の影響の有無で評価する。 

5. 持続性 プロジェクトの効果が協力終了後も持続する見込みで評価する。具体的には
プロジェクトの成果持続を担保する政策・制度の有無、今後の実施体制の有
無、移転した技術の修得状況、予算の確保状況等で評価する。 

  (3) 提言の抽出：(1)、(2)の結果に基づき、プロジェクトが残りの期間実施すべき活動を提

言した。 
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２－２ データの収集方法 

データや情報の収集にあたっては、事前に評価設問を作成し、設問の回答に必要な情報収集方

法を「評価グリッド」（別添２）に取りまとめた。本評価に使用したデータ・情報の主な収集方法

は以下の通りである。 

表 ２－２ データ・情報の主な収集方法 

データ収集方法 情報源 

1) 文献調査 以下の文献を中心に調査を実施。 
 プロジェクトが作成した報告書（月報、進捗報告書等）

や投入に関する資料 
 JICA が作成した報告書（詳細計画報告書、本プロジェ

クトのフェーズ２終了時評価報告書 等） 
 NSDP（2013－2018）、四辺形戦略、カンボジア・ミレ

ニアム開発目標（Cambodia Millennium Development 
Goals：CMDG）、関連省令、ドナー支援や日本の対カ

ンボジアに関する情報等。 
2) 質問票調査 MIH 長官であるプロジェクト・ダイレクター、対象 8 州の

TPW、日本人専門家に対して実施。 
3) 聞き取り調査  プロジェクト・ダイレクター、バッタンバン・コンポン

チャム・カンポット・シェムリアップの TPW、PPWSA、

日本人専門家、給水分野で活動ドナーには個別面談を実

施。 
 スバイリエン・シハヌークビル・プルサット・コンポン

トムを含めた全 TPW に対しては、別途プノンペンでフ

ォーカス・グループ・ディスカッションも実施。主要面

談者の氏名については、別添１・Annex3 を参照。 
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第３章 プロジェクトの実績 

３－１ 成果の達成状況 

成果１「Capacity of managing the data necessary for medium/long-term financial management plans 
is enhanced at TPWs」 
1-1 “The customer ledgers 

are periodically 
updated” 

本指標はほぼ達成されている。しかしその完全な達成は、現在プロジ

ェクトで導入が予定される総合事務管理システム（以下、「システム」）

が協力期間内に MIH と全 TPW とにインストールされて初めて可能と

なる。 

 2015 年 6 月現在、顧客台帳の見直し・更新は全ての TPW におい

て完了している。 

 顧客情報の定期的な更新を確実に実施するため、2013 年末、MIH
と TPW に対し、PPWSA で使用されるものと同じシステムを導入

することを日本側が提案。以降、導入の手続きに関する具体的な

スケジュールが明確にされないままシステム導入に関する議論が

継続している。 

 プロジェクトがシステムの調達を予定するソフトウェア会社から

の提案によれば、システム導入に要される期間は、同社との契約

日から開始して全 26 か月。この日程には、TPW を対象にシステ

ム使用方法の研修を実施する PPWSA の職員に対する講習も含ま

れる。プロジェクト期間は残り 31 カ月であるので、協力が終わる

2017 年 11 月までにシステムのインストールを全 TPW で完了する

ため、プロジェクトは導入準備を加速する必要がある。  

1-2 “The asset ledgers are 
periodically updated” 

本指標もほぼ達成されているが、指標 1-1 同様、MIH と全 TPW にシ

ステムがインストールされ、これを用いた台帳の更新が行われて初め

て完全な達成となる。 

 2015 年 6 月現在、既存の資産台帳の見直しと、プロジェクトから

提供されたフォーマットを使用した資産リストの更新は、全 TPW
で実施済み。 

 本指標にかかる活動を通し、これまで TPW の資産データの信頼性

と精度の向上が図られている。他方で一部の TPW の作業の質につ

いては、プロジェクトによるフォローアップが必要と思われる。

1-3 “The financial 
statements are prepared 
every year in line with 
Cambodian 
International Financial 
Reporting Standards 
(CIFRS) ” 

本指標に関する活動は継続中である。 

 本指標に関してプロジェクトは当初、CAS に即した財務諸表作成

を支援する予定でいた。しかし協力開始後、MEF の規定により、

CAS が段階的に廃止されカンボジア国際財務報告基準

（Cambodian International Financial Reporting Standards：CIFRS）が

全公共機関に適用されることが明らかになった。そのためプロジ

ェクトは 2014 年末、PPWSA および MEF との協力を得て、CIFRS
に則った財務諸表作成に関する研修を TPW を対象に実施。以降

TPW において、既存の会計システムを新たに CIFRS に則って更新

すべく作業が進んでいる。 

 「CIFRS に則った財務指標が毎年作成される」という本指標を
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2017 年 11 月の協力終了までに達成するには、遅くとも 2016 年末

までに CIFRS への移行を終了させ、2017 年初旬に 2016 年度の年

次財務報告が作成できるよう、準備を進める必要がある。活動を

加速するには、関連する研修の強化に加え、「CIFRS の導入は国

家全体の会計・監査方針に合致している」という認識を、MEF の

国家会計委員会（National Accounting Council : NAC）・MIH 会計

部・州工業・手工芸局（Department of industry and Handicraft : DIH）

と再度確認・共有する必要がある。 

成果２「Capacity of formulating medium/long-term financial management plans is improved at 
TPWs」 
2-1 “TPWs are able to 

prepare and revise 
medium/long-term 
financial management 
plans” 

本指標にかかる活動はまだ初期の段階。ここで作成する中長期財務管

理計画（以下「ビジネス・プラン」）は本プロジェクトの主要な成果

品であり、ビジネス・プランなしには成果３、４の一部の活動を開始

できないことから、プロジェクト後半、本指標にかかる活動を加速さ

せることがプロジェクトの成功に必須の条件である。また作成するビ

ジネス・プランの概要と作業スケジュールを明確にし、関係者と共有

することも必要。 
  
 ビジネス・プラン作成に関する導入研修はプロジェクト前半に完

了。しかし関連する OJT のほとんどは、2016 年に実施される予定。

 協力前半の活動は、プロジェクト内外の様々な理由により（「３

－５ 実施プロセス」参照）、当初の期待に沿う進捗がみられな

かった。更なる活動の遅延を避けるため、協力後半ではスケジュ

ール管理の強化が必要となる。 

 TPW 毎の活動の進捗に差異があることを踏まえ、2017 年に予定さ

れる終了時評価では、本指標の達成度の計測に以下の基準を設け

ることを提案する。 

 
 シェムリアップ・コンポンチャム・カンポットの３つの先

行都市については、１）施設・機材の修理交換に関する支

出計画、２）施設拡張計画、３）施設の維持管理に関する

支出計画、４）これら１）～３）の計画の分析の結果を反

映した財務計画で構成されるビジネス・プランの作成が、

2016 年末までに完了していれば指標は達成と評価2。 
 その他５つの TPW については、上記と同様のビジネス・

プランの作成が、協力が終了する 2017 年 11 月までに完了

していれば達成と評価。 
 

2-2 “The seminars on the 
formulation of 
medium/long-term 
financial management 
plans are held by 
TPWs” 

本指標で求められるのがセミナーの開催だけであれば、達成は可能。

しかし開催されるセミナーをプロジェクト活動に有益な内容とする

ためには、開催の目的を事前に明確にし、関係者と共有する必要があ

る。 
 

                                                        
2 この目標が達成されるよう、2015 年～2016 年には３つの先行する TPW（シェムリアップ・コンポンチャム・カンポット）

に集中投資を行い、その後これら３TPW が、活動が遅れる他の TPW を支援する仕組みを構築する、というのが MIH の意

向である。 
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成果３「Capacity of monitoring medium/long-term financial management plans is enhanced at 
TPWs」 
3-1 “TPWs periodically 

submit the reports 
including the 
monitoring results of 
medium/long-term 
financial management 
plans” 

本指標に関する活動は、成果２の活動後に開始される予定。なお、こ

こで求められるのは中長期計画のモニタリングであるものの、年次計

画のモニタリングは、既にいくつかの TPW で開始されている。成果

２のビジネス・プランの作成作業が加速すれば、活動が先行する TPW
が 2017 年中にモニタリングを開始することは可能と思われる。 
 
 本指標の「定期的」報告は、年次報告であるとプロジェクトは定

義している。成果２の OJT の多くが 2016 年に実施予定であるこ

とに鑑み、先行 TPW がビジネス・プランのモニタリング結果につ

いて報告を開始するのは、早くとも 2017 年初旬となる見込み。他

の TPW からの報告書提出は、プロジェクト終了直後の 2018 年初

旬となる可能性が高い。 

 本指標を協力期間中に達成するには、プロジェクトが成果２の活

動を加速し、モニタリング結果の報告の様式について MIH および

TPW と合意しておく必要がある。 

成果４「Capacity of monitoring, evaluating medium/long-term financial management plans,  
formulation policies and supporting TPWs for funding is strengthened at MIH」 
4-1 “TPWs report the 

monitoring results of 
PIs to MIH regularly” 

本指標は、2016 年内に達成される見込み。 
 
プロジェクト関係者は水道事業体の運営状況を測る業務指標

（Performance Indicators：PI）の案を、2015 年 3 月に開催された本プ

ロジェクトの合同調整員会（Joint Coordinating Committee：JCC）で協

議。今後「業務」「サービスの質」「財務」の３つの分野で、25 の

PI を含むより包括的なベンチマーキングの指標が選択される予定。

MIH は 2015 年内に、TPW に対し選択された指標のモニタリングを正

式に指示するとしている。 
4-2 “MIH is able to check 

the appropriateness of 
the monitoring results 
of PIs submitted by 
TPWs” 

本指標は達成が見込まれる。達成度の計測はプロジェクト後半、プロ

ビンシャル・ツアー（「３－５ 実施プロセス」参照）を通し、プロ

ジェクト・ダイレクターと日本人専門家とで実施する。なお、本中間

レビューにおいて評価団よりプロジェクトに対し、本指標に関連する

活動に参加する MIH 担当課（DPWS）の職員を特定するよう提案した。

 本指標の達成度を高いと評価した理由として、MIH 職員自身、プ

ロジェクト・ダイレクター率いるプロビンシャル・ツアーを通じ

て PI の選択に関わっていることが挙げられる。 

 プロジェクトは当初、日本人専門家が各 TPW において実施する

OJT に MIH 職員を参加させることで、これら職員の能力向上を図

ることを計画していた。しかし 2014 年初頭の政府再編により、新

たにプロジェクトの担当部となった DPWS が人材不足に陥ってい

るため、現在プロジェクト活動に対し同部職員の参加が得られて

いない。かかる理由から、本指標の達成度は、MIH 職員も参加す

るプロビンシャル・ツアーを通して計測することが適切であると

思われる。 
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4-3 “MIH is able to judge 
the feasibility of 
medium/long-term 
financial management 
plans and annual plans 
prepared by TPWs” 

本指標の達成度はプロジェクト後半、成果２の活動終了後に、指標 4-2
同様プロビンシャル・ツアーを通してプロジェクト・ダイレクター及

び日本人専門家が評価する。本指標についても、活動の対象となる

MIH 職員を明確にする必要がある。 

4-4 “MIH proposes the 
future situation of MIH 
and public water 
utilities” 

本指標は、プロジェクト終了までに達成が見込まれる。 

 本指標の達成度は、本プロジェクトの支援で策定が予定される水

道法案が、広い分野関係者に対し正式な場で発表されることを基

準に評価する。 

 水道法案は 2016 年初旬に最終化される予定であるところ、本指標

が達成される見込みは高い。なお同法案については、１）法案の

内容に関する情報をどのように関係者に周知すべきか3、２）法案

作成終了後の作業にもプロジェクトが係るべきか、その場合どの

ような役割が求められるか、等を MIH との協議で明確化する必要

がある。 

成果５「Capacity of analyzing human resources development and improvement measures at TPWs is 
enhanced」 
5-1 “The results of gap 

analysis between human 
resource development 
management which 
should be done for the 
ideal situation and the 
current capacity 
level/function are 
compiled” 

成果５の指標や活動には修正が必要である。 
 プロジェクト前半、成果５の活動には一定の進捗がみられた。具

体的には組織図・業務分掌・職務分掌のレビューと確認がほぼす

べての TPW において行われており、調査中の聞き取りでは、これ

らの作業を通し各職員の職務・責務が明確になったことが無収水

の削減など正の経済効果につながったという声が聞かれた。 
 人事管理に関する能力向上については、本中間レビュー中に実施

したフォーカス・グループ・ディスカッションにおいて TPW より、

TPW 間の意見交換が有用であるという意見が挙げられた。そのた

めプロジェクト後半の成果 5 の活動は、TPW 間の経験共有行事や

プロビンシャル・ツアーを通して実施することを、評価団より提

案した。 

5-2 “The topics necessary 
for trainings、 the target 
personnel、 and specific 
profile to be recruited 
are identified” 

 

３－２ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標「All TPWs are able to manage water supply more stably and sustainably」 
1. “All TPWs are able to 

utilize the knowledge 
given by the Project 
activities.” 

本指標達成の見込みは現時点では不明である。 

 本指標の「プロジェクト活動で習得した知識を活用する能力（“The 
ability to utilise the knowledge given by the Project activities”）」とは、

ビジネス・プランを適切に策定・モニターし、実施の進捗を報告する

のに必要な TPW の能力であると定義する。 

 本指標が達成される見込みは、プロジェクト後半の活動進捗に左右さ

れる。達成に向け、まず成果１～３の活動の実施スケジュールとマイ

ルストーンを明確にする必要がある。 

 案件計画時に作成された JICA の詳細計画調査報告書によれば、少な

                                                        
3 法案準備過程において、どの程度どのタイミングで関係者に情報を共有すべきか、等。 
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くとも一部の先行 TPW が中長期財政計画の作成を終えることが本プ

ロジェクトの目的である。実際 TPW 毎の進捗の差異は認めざるを得

ないため、終了時評価においては本指標の達成度を以下の基準で計測

することを提案する。 

 シェムリアップ・コンポンチャム・カンポットの３つの先行

TPW では、包括的なビジネス・プランが作成され、モニター

されて初めて達成とみなす。つまり、成果１、２、３全ての

指標が満たされて初めて本指標は達成と評価する。 
 他の TPW については、協力期間中にビジネス・プランの作成

を終え、2018 年初頭にモニタリング報告書を提出すべく準備

が進められていれば達成。 

2. “The performance 
indicators (PIs) are 
clarified and monitored.” 

本指標は 2016 年中に達成が見込まれる。 

成果指標 4-1 で述べた通り、PI は現在最終化されているところであり、

2015 年末までに TPW に共有されモニタリングが開始される予定。各 TPW
の事情に鑑み適切な PI を選択する作業には、プロジェクト・ダイレクタ

ーが主催し日本人専門家と MIH 職員も参加するプロビンシャル・ツアー

が大きく貢献した（プロビンシャル・ツアーの詳細は「３－５ 実施プ

ロセス」参照）。なお、モニタリングを適切に実施するため、TPW に求

めるモニタリングと報告の様式を明確にする必要がある。 

3. “Each performance at all 
TPWs is improved 
through on-site efforts 
compared to ones of 
2013.” 

本指標の最終的な評価は PI のモニタリング開始以降になるが、2012～
2014 年の各 TPW の業績が改善傾向にあるところ、指標が達成される見込

みは高い。 

 本指標でいう「業績（”performance”）とは、プロジェクト目標の指標

２で述べた PI の改善度であると定義する。また「現場の努力（“On-site 
efforts”）」とは、プロジェクトの OJT やプロビンシャル・ツアーを

通した TPW の活動に対する直接指導のことを指す。 

 本指標の達成度は、最終的にはプロジェクト目標の指標２の達成後に

評価されるが、プロジェクトが 2012 年から収集してきたモニタリン

グデータによれば、TPW の業績は改善傾向にある（別添１の Annex5
参照）。そのため本指標が達成される見込みは高いと中間レビューで

は評価した。 

 本プロジェクトでは、数値化された業務指標のモニタリングを通して

TPW の経営の現状の把握を容易にし、業務の改善を促すきっかけを

つくることを目的に PI を選択している。この目的に鑑み、本指標の

内容を、「現場の努力による業績の改善」から「PI をツールとした業

績改善」に修正することを中間レビューで提案した。具体的な文言の

提案は、「第 5 章 提言」に記載する。 
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３－３ 上位目標達成の見込み 

上位目標「Water services provided by TPWs are enhanced」 
1. “Service coverage served 

by TPWs is improved.” 
本指標は修正が必要である。その理由として、指標とプロジェクト活

動との関連性を評価することが困難であることが挙げられる。 

本指標の「給水普及率（service coverage）」は、成果４の活動の一環と

してモニターされる 25 の PI の指標の一つであり、現時点では「( 配
水管普及村落数 / 給水責任区域内村落数 ) × 100」で計算されること

になっている。しかし 2015 年 6 月現在、8 の TPW の「給水責任区域」

に正式な定義は存在せず、またかかる区域の決定はプロジェクトの責

任範囲内で行える作業ではない。つまり本プロジェクトの活動と指標

との因果関係を証明することが困難であるため、指標の見直しと修正

が必要である。 

2. “Water supply duration 
served by TPWs is 
improved.” 

本指標についても、プロジェクト活動との直接的な因果関係を評価す

ることが困難であるため、修正が必要である。 

 

３－４ 投入の実績 

(注) 円貨は 1 米ドル＝122.74 円  1 カンボジア・リエル＝0.030 円 2015 年 7 月 JICA 公式レート）で換算 

 ３－４－１ カンボジア側投入 

(1) C/P の配置 MIH と TPW より 57 名の参加を得ている。その内訳は以下の通り。 
 プロジェクト・ダイレクター（MIH 長官） 
 8 つの TPW の職員系 43 名 
 プロビンシャル・ツアーあるいは水道法策定作業に参加する MIH 職員

系 13 名 
これら C/P の氏名は別添 1・Annex6~7 を参照。 

(2) 専門家用執務室 プノンペン市の MIH 内に、執務室が提供されている。 

(3) 必要な情報データ ほとんどの TPW より、成果１～３の活動を通して策定・モニタリングさ

れるビジネス・プランに必要な情報データ、および成果 5 の人事管理関連

活動に必要な情報の提供を受けている。場合によって特定の TPW からの

財務データの入手が困難な場合があったが、これがプロジェクト活動の実

施の阻害要因となった事例は報告されていない。 

(4) ローカルコスト 
プロジェクト実施

に必要な経費 

プロジェクトが主催する研修の参加費用の一部を、TPW が自身で負担して

いる。その概要は以下の通り。 
(単位: Riel)

カンポット 13,590,000 コンポントム 13,293,000
シェムリアップ 15,136,000 スバイリエン 10,238,000
コンポンチャム 6,550,000 プルサット 12,919,000
バッタンバン 大きな負担はなし シハヌークビル 33,948,800
TPW が負担した費用合計: 105,674,800 リエル 

（約 3,170,000 円）
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 ３－４－２ 日本側投入 

(1) 日本人専門家の派

遣 
これまで計 17 名の日本人専門家（長期 3 名、短期 14 名）が計 115.8 人月

派遣されている他、PPWSA のカンボジア人専門家 22 名がこれまでプロジ

ェクトに従事している。専門家派遣の詳細は別添１・Annex8~9 に記載。 

(2) 資機材 2012 年 11 月のプロジェクト開始から 2015 年 5 月までに、MIH 内専門家執

務室で使用するオフィス機器を中心に、51,513 米ドル相当の機材が購入さ

れている。購入機材の詳細は別添１・Annex10 を参照。 

(3) 研修 2012 年のプロジェクト開始以降、計 28 名の C/P に対し、以下の国外研修

の機会が提供されている。研修参加者の氏名は別添１・Annex11 を参照。

1) 本邦研修 
日程 研修名 参加人数

2013年5月6日–6月2日 公共施設の経営管理 9 
2015年5月9日–6月18日 給水サービス管理 4 

参加者計：13 名

2) 第三国研修 
日程 研修名 参加人数

2013年5月26–29日 JICAベトナム案件クロージング・ワー

クショップ 
4 

2013年11月10–16日 ラオス「MaWaSu」プロジェクト第一

回セミナー 
4 

2014年1月19–22日 2014年アジア水道事業維持管理ワーク

ショップ（於：インドネシア） 
5 

2014年11月18–22日 ラオス「MaWaSu」プロジェクト第二

回セミナー（水道法策定準備のための

スタディ・ツアー） 

2 

参加者計：15 名

(4) プロジェクトサイ

ト用の資機材 
日本側が現在、TPW による顧客や資産情報の管理を支援する目的で、

PPWSA で使用されるものと同様の総合ビジネス管理システムの導入に向

け準備を進めている。同システム調達にかかる必要は約 360,000 ドル。ま

たプロジェクト後半、カンポットとスバイリエンに流動計が提供される予

定。 

(5) ローカルコスト： 
プロジェクト実施

に必要な経費 

2015 年 5 月までに、計 274,792 米ドルの費用負担が行われている。その内

訳は出張旅費・謝礼報酬・会議費用等で、資機材の購入費や PPWSA の講

師に対する支払いも含まれる。 
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３－５ 実施プロセス 

本節では、プロジェクト活動の実施過程に影響を及ぼした要因を検証する。プロジェクトの運

営体制、関係者のコミュニケーションやオーナーシップ、他ドナーとの連携、自然災害や政治・

経済的要因など、PDM の指標のみでは把捉が困難な影響がその例である。本プロジェクトの実施

プロセスに影響した要因として、調査団が留意した事項は以下の通り。 

 ３－５－１ 2013 年議会選挙とその影響 

2013 年 11 月のカンボジア議会選挙は、プロジェクトの役割や活動内容に大きな影響をもた

らした。 

  (1) 選挙による活動の停滞 
選挙前のキャンペーンや選挙後の省庁再編で政府の方針が不安定になる中、2013 年中盤

から 2014 年初頭まで政府全体の活動が停滞。その影響でプロジェクト活動のペースも弱ま

り、その結果総合事務管理システムの導入のタイミング等、プロジェクト活動に必要な判断

に遅れが生じた。 

  (2) 選挙によるプロジェクト担当省庁や職員の変更 
選挙後の省庁再編により、プロジェクトの前カウンターパート省であった鉱工業エネルギ

ー省（Ministry of Industry, Mines and Energy：MIME）が、MIH と鉱業エネルギー省とに分割。

新たに本プロジェクトの C/P となった MIH 水道部（Department of Portable Water Supply：
DPWS）の人材不足により、2014 年 4 月以降プロジェクトの DPWS との協力は、プロビン

シャル・ツアーへの合同参加に限られている（プロビンシャル・ツアーに関する説明は下記

参照）。 

  (3) 新 MIH の下でのプロジェクトのスコープの変化 
 プロビンシャル・ツアーを通じた TPW への直接指導の増加：省庁再編後、新しいプロ

ジェクト・ダイレクターの下、本プロジェクトでビジネス・プランを作成するにあた

り現場の技術力と業務能力を強化する必要性が確認された。これを受けてプロジェク

ト・ダイレクターを中心に、対象 TPW への定期的な訪問（「プロビンシャル・ツアー」）

を通じた TPW の業務に対する指導の強化が、プロジェクト活動の一環として実施され

ている。TPW の業務のうち、特に４つの優先分野を指導するこの取組（「現場力の強

化」）には日本人専門家・MIH 職員・PPWSA 職員が参加しており、プロジェクト活

動を補完し TPW 職員の意識とモチベーションを向上させる上で高い効果を上げてい

る。 
 水道法案策定作業の追加：省庁再編後の新しいプロジェクト実施体制の下、2013 年末

にプロジェクトの一環として水道法案を策定することが提案された。その後日本から

専門家がカンボジアを訪問、日本における水道法の概念を紹介。MIH 職員とカンボジ

アの弁護士との協力で、2016 年初旬に起案を終えるべく、現在プロジェクトが準備を

進めている。本プロジェクトで策定を支援する水道法が施行されれば、水源の保全・

水質基準の確立・水道設備の破損に関する罰則の導入・水道料金算定手法の確立・法

に基づく水道事業の実施等が可能となる見込みである。 
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 ３－５－２ JICA・他ドナーによる関連支援 

（JICA を含む主要ドナーが実施するカンボジア水分野支援の詳細は別添１・Annex13 参照） 

  (1) JICA による関連支援 
JICA は現在、8 中 2 の TPW（コンポンチャムおよびバッタンバン）に対し無償資金協力

を実施している他、シェムリアップおよびカンポットに対し、それぞれ有償・無償の資金協

力の実施を計画中。これらの資金協力が対象 TPW の財務にもたらす正のインパクトが、本

プロジェクトの目指す TPW の安定的・持続的な経営に貢献することが見込まれる。カンボ

ジア給水分野における JICA の近年のインフラ整備案件の実績、および実施中・計画中の案

件は以下の通り。 

1） シェムリアップ上水道整

備計画（2003-2006） 
給水能力 8,000m3/日の新浄水場建設、送配水管の敷設・更

新が行われた。（完工 2006 年 3 月） 

2） 配水システム更新・拡張

計画（2010～2014） 
バッタンバン、プルサット、シハヌークビルの 3 州都を対

象に配水管網の更新・拡張を実施。配水管網の更新と拡張

あわせて 124.89km の管網整備を行った。（完工 2014 年 3
月） 

3） コンポンチャム及びバッ

タンバン上水道拡張計画

（2013-（実施中）） 

コンポンチャム州及びバッタンバン州の州都に取水・浄

水・送配水施設を整備する。（起工 2014 年 5 月） 

4） シェムリアップ上水道拡

張事業（有償：2012‐）

（準備中） 

トンレサップ湖を水源とする取水施設・導水管建設，浄水

場施設・配水管の建設及び人材育成・組織強化を目指す。

5） カンポット地方上水道拡

張整備計画（2014 年-（準

備中）） 

州都において取水・浄水・送配水施設を整備する。 

 

  (2) 他ドナーによる支援 
本プロジェクトは、他ドナーにより施設の修復や拡張が実施された TPW を支援の対象と

することで、活動の効率性を向上する案件設計となっている。他ドナーが支援した具体的な

内容は以下の通り。 

 本プロジェクトの対象 8 の TPW のうち、6 カ所が 2006 年に ADB の支援で、シハヌー

クビルの TPW が 2003 年に世界銀行の支援を受けて改修されている。 
 ADB は本中間レビュー直前、本プロジェクトの対象 8 都市およびストゥング・トレン

州で浄水施設と配水網の改良を支援する「都市給水プロジェクト」を承認したばかり。

また仏開発援助庁（French Development Agency：AFD）も現在、シェムリアップ水道

公社において、給水施設建設を支援する有償案件を実施中である。これら他ドナーの

支援により、本プロジェクトに参加する TPW が負担する施設建設費用が軽減される他、

これら TPW の経営の透明性を高める本プロジェクトの重要性を高める効果もある。 
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 世界銀行の水衛生プログラム（Water and Sanitation Program：WSP）も、本プロジェク

トの活動に関連する支援を実施している。その内容は民間の水道事業者に対する研修

や、水道料金に関する MIH の省令の策定支援等。これらの支援について、プロジェク

トは WSP と随時情報交換を行っている（他ドナーの関連支援については、別添１・

Annex13 も参照） 
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第４章 評価結果 

この章では、これまで確認したプロジェクトの業績を、OECD の 5 項目評価基準（「妥当性」「有

効性」「効率性」「インパクト」「持続性」）の観点から評価する。 

４－１ 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は「高い」。 

「妥当性」の主な評価基準には、対象国の開発計画や日本の援助政策とプロジェクトの内容と

の整合性、対象国の開発ニーズや受益者の能力ニーズとの合致が含まれる。 

これら評価基準に照らし合わせて、本プロジェクトの妥当性は「高い」と評価した。その理由

は以下の通り。 

  (1) カンボジアおよび日本の政策と合致していること。またカンボジア水分野支援における

日本の比較優位と合致していること。 
 「水道事業を安定的・持続的に経営する TPW の能力が強化される」という本プロジ

ェクトの目的と活動内容は、現行の NSDP（2013～2018 年）、そして同計画の根幹を

成すカンボジア政府の四辺形戦略（フェーズ 3）の内容とに合致する。四辺形戦略は

水分野のインフラ整備に伴う人材育成の必要性を明記しており、また NSDP には、MIH
が給水分野への投融資（sector financing）推進に担う役割や、公共水道事業体が投資・

拡張計画を含む複数年度のビジネス・プランを作成する義務が記載されている。 
 NSDP に明記される MIH の任務の一環として、MIH は 2014 年、省令「Prakas on 

Procedure for Issuing, Revising, Suspending and Revoking Permit for Water Supply Business」
を策定。この省令において、本プロジェクトの担当部署である MIH 水道部は、水道事

業体を水道事業者から提出されるビジネス・プランの評価を担当する部署と定義され

ている。MIH・TPW 両者を対象にビジネス・プランの策定・モニタリング能力の向上

を図る本プロジェクトの趣旨は、同省令に鑑みても適切である。 
 日本の対カンボジア援助方針および JICA の対カンボジア事業展開計画は、本プロジ

ェクトが支援する地方州都における水へのアクセス向上を、優先支援分野の一つと位

置付けている。 
 日本は 1993 年より継続的にカンボジア水分野支援を実施しており、この実績に鑑み、

本プロジェクトの実施は日本の比較優位に合致していると評価できる。また JICA は

現在、カンボジアにおいて他の水分野支援案件を実施しており（「３－５ 実施プロ

セス」および別添１・Annex13 参照）、これら関連支援との相乗効果が望める案件設計

である。 

  (2) 本プロジェクトの趣旨が、カンボジアの開発ニーズ・受益者の能力ニーズに合致してい

ること。 
 本プロジェクトの目的は、都市の給水アクセス改善に対するカンボジアの開発ニーズ

に合致している。1998 年の 60%であった給水へのアクセスを持つ都市部の人口を 2015
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年までに 80%に向上させることは、カンボジア・ミレニアム開発目標（Cambodia 
Millennium Development Goals：CMDG）に明記された政府目標の一つである。カンボ

ジアは 2008 年から 2012 年の 4 年間で都市部の給水普及率を 52%から 68.5%へと急速

に向上4させることに成功したものの、普及率 85%のプノンペン以外の都市部の普及率

は依然として低く、給水分野の開発ニーズは大きい。本プロジェクトの成果は CMDG
の達成に向けたカンボジア政府の努力に大きく貢献するものと思われる。 

 NSDP によれば、カンボジア都市給水は現在、給水事業を管理する法的枠組みの欠如・

業務運営や予算執行に関する公共水道事業体の独立性の欠如・公共水道事業体を監督

する中央省庁（具体的には MIH）の能力不足・水道事業体における技術・人材不足等

の課題に直面している。本プロジェクトは TPW を対象とする人材育成・MIH の監督

能力向上・水道法案の策定を通した法制度整備等の活動で構成されており、国家計画

で認識される課題への対応として大変適切である。 

  (3) 受益者の選定・活動の手順が適切であること。 
 本プロジェクトの受益者は、観光で有名なシェムリアップや幹線国道沿いの州都など、

商業活動に重要かつドナー支援で施設整備を実施済みの水道事業体であり、これによ

り高い効率性やインパクトを狙う設計となっている。また一つの活動が終了して初め

て次の活動に移行できる設計であるため、進捗が把握しやすいという利点がある。 

４－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性の評価は、現時点では「時期尚早」と評価した。プロジェクト目標の

達成見込みが現時点で不明確であることがその理由である。 

 「有効性」は、「安定的・持続的な給水管理」というプロジェクト目標が達成される見込みを

基準に評価する。 

 プロジェクト目標の達成度を測る３つの指標のうち、指標２（PI の選定とモニタリング）、３

（現場の業績向上）は協力期間中の達成が見込まれる。しかし目標達成のカギでありプロジ

ェクトのリソースの多くが集中する指標１（中長期財務計画の策定とモニタリング）につい

ては、達成の見込みが不明確な状況である（詳細は「３－２ プロジェクト目標の達成状況」

参照）。プロジェクト後半に指標１に関する活動が加速し、３つの指標全ての達成が可能にな

れば、最終的に有効性は高まるであろう。 

 これまでの活動を通じて、成果も確認されている。前半の活動、特に成果１の作業を通して

TPW の財務データの信頼性が向上し、標準作業手順書（Standard Operating Procedures：SOP)
の作成で TPW における業務手順が標準化された結果、8 中 7 の TPW において、2014 年の収

支が純利益に転じている。なおプロジェクト開始前の 2011 年時点では、8 中 7 の TPW が純損

失を抱えていた。かかる成果の産出には、特に以下の要因が貢献したものと思われる。 

 プロジェクト幹部のリーダーシップが存在したこと。プロジェクト・ダイレクター

主導で実施するプロビンシャル・ツアーを通した TPW への指導と、他のプロジェク

                                                        
4 NSDP p.46。 
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ト活動との間に相乗効果が生まれ、TPW の技術やモチベーションの強化につながっ

たこと。 

 TPW 自身の関心・モチベーション・自信・リーダーシップ。これらが顕著な TPW に

ついては、能力向上が図られやすかった。 

 近年 JICA が実施した他の案件が、TPW の財務に正のインパクトをもたらしたこと。

JICA 他案件とは、具体的にはプルサット・シハヌークビル・コンポンチャム・バッ

タンバンで日本が実施したインフラ整備の無償資金協力等を指す。 

 他方で、プロジェクト目標の達成を阻害し得る要因も確認された。主な例は以下の通り。 

 プロジェクトの調整能力の不足、MIH の人材不足。そのため日本人専門家・MIH・

TPW 間の情報共有が必ずしも円滑に実施されていない。 

 TPW 毎の能力に差異があること。一部の TPW の活動の遅延により、PDM の指標の

達成が困難になる恐れがある。 

４－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は「中程度」である。 

 「効率性」は、投入や活動の実施が、成果の産出に効率的に繋がっているかを基準に評価し

た。 

 プロジェクトに対しては、プロジェクト・ダイレクター、日本人専門家、そして TPW の大半

からコミットが得られている。また国内の既存の知見やリソースを活用し効率性を高める工

夫も施されている面も評価できる。他方、プロジェクト前半の活動の進捗は不足気味かつ断

続的であり、効率性を阻害している面があった。そのためプロジェクトの後半のスケジュー

ル管理の改善が急務である。 

 効率性を高める努力や工夫として挙げられる例は以下の通り。 

 フェーズ２の知見が活用されたこと。フェーズ２と同じ TPW を対象としているため、

JICA の支援に経験のある C/P 人材や、フェーズ２でこれら C/P が培った給水事業の

技術を活用することが可能となり、効率性向上に寄与した。 

 本プロジェクトは、他ドナーの過去の支援を有効活用し、効率性を高める工夫が行

われていること。具体的には、ADB および世界銀行が施設の整備・改修を実施した

TPW を対象とすることで協力の効率性を高める設計となっている（他ドナー支援の

詳細は、「３－５ 実施プロセス」も参照）。また世界銀行 WSP との定期的な情報交

換を通じて、双方の支援の相乗効果を高める努力が行われている。 

 JICA との協力を通して経営改善を成功裏に収めた経験を持つ公営水道事業体である

PPWSA の専門家を活用していること。これにより TPW とのコミュニケーションや

技術移転が容易になった他、国内講師人材としての PPWSA の能力向上も図られた。 
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 プロジェクト前半の活動において効率性を阻害した要因には、以下が挙げられる。これら複

数の要因が複雑に絡み合って、結果活動の進捗に遅延や断続が生じている（詳細は「３－５ 

実施プロセス」に記載）。 

 2013 年の国家議会選挙の期間中、政府全体の業務が滞り、本プロジェクトの進捗に

もこれが影響して活動に遅延が生じたこと。 

 議会選挙後の省庁再編で、本プロジェクトの担当省庁そしてその人事が刷新された

こと。その結果本プロジェクトに従事できる人材が MIH で不足していること。 

 水道法案の策定等が加わり、プロジェクトの業務量が増加したこと。 

 上記に加えて、MIH・TPW・日本人専門家間の調整が不足していること・日本人専

門家の派遣期間が短く日程に融通が利かない上、毎回派遣される専門家が異なるこ

とが挙げられる。これらの事情が相まって、結果的に活動の円滑な進捗が阻害され

ている。5 

４－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、現時点では不明である。 

 「インパクト」は、１）PDM の上位目標が達成される見込み、および２）本プロジェクトの

実施による波及効果の有無を基準に評価する。本プロジェクトについては１）の上位目標の

指標に改定が必要なこと、２）の波及効果の検証が現時点では時期尚早であること、という

理由から、プロジェクトのインパクトは現時点では不明と判断した。 

 現時点でプロジェクトの波及効果は十分に発現していないものの、期待される効果としては

以下が想定される。 

 本プロジェクトで技術移転を受けた TPW の職員を給水分野の講師人材として、他の

公共あるいは民間水道事業体の技術レベル向上が図られる。 

 本プロジェクト活動の結果、給水事業の監督機関としての MIH の組織能力強化の必

要性に対する認識が一層高まる。 

 プロジェクトの支援で水道法案が策定されることにより、水道水源の保全・水質基

準および水道料金算定方法の確立・法に基づく給水事業の実施が可能になる。 

４－５ 持続性 

持続性の評価は「時期尚早」である。 

 「持続性」は、文字通り本プロジェクトの活動や成果の持続可能性を基準に評価する。ここ

でいう持続可能性とはすなわち、成果の長期にわたる活用を可能にする政策制度・MIH およ

び TPW における実施体制・技術・予算が確保されているか否かを指す。 

                                                        
5 専門家については、派遣された専門家の質について、関連業務経験が十分ではない場合があるという課題が、調査団帰国後

に指摘されている。 
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 本プロジェクトの持続性は、プロジェクト前半の活動の進捗が不十分であることから、評価

は時期尚早と判断した。しかし本中間レビューで確認された実績や課題から判断して、以下

が実現されるか否かが本プロジェクトの持続性を左右すると思われる。 

 プロジェクトの能力向上活動に対し、TPW のより積極的な参加を促す努力が払われ

る（例：TPW に課題を出し、回答を定期的に発表させる場を設ける、等）。 

 MIH が今後、現行の NSDP（2014～2018 年）に明記された政策に沿って、求められ

る役割を適切に果たす。 

 JICA を含めた開発パートナーが、カンボジアの給水分野のガバナンス強化に対して

支援を継続する。 

 プロジェクト期間中および協力後、TPW がオーナーシップを持って活動を継続する。 

 プロジェクトの結果、TPW が自己の財政ニーズを、財政計画というエビデンスを持

って説明できるようになる。 

 本プロジェクトで培った技術や習慣が職員に共有され、これらが業務の一部として

慣習化されていくような仕組みが各 TPW に確立される。 

 開発パートナーが、本プロジェクトを通じて TPW が作成するビジネス・プランに沿

って支援を実施する。 

 水道法の施行に伴い、民間水道事業者の活動を管理する関連規制が整備される。 

 

４－６ 効果発現への貢献・阻害要因 

 ４－６－１ 効果発現に貢献した要因 

  (1) 計画内容に関すること： 
 活動の焦点や実施手順の設計が適切であること。案件の内容がカンボジアの開発ニー

ズに大変合致している上、一つの活動が終了して初めて次の活動に移行できる設計と

なっており、進捗が把握しやすい。 

  (2) 実施プロセスに関すること： 
 プロジェクト幹部のリーダーシップが存在したこと。プロジェクト・ダイレクター主

導で実施するプロビンシャル・ツアーを通した TPW への指導と、他のプロジェクト活

動との間に相乗効果が生まれ、TPW の技術やモチベーションの強化につながったこと。 
 TPW 自身の関心・モチベーション・自信・リーダーシップ。これらが顕著な TPW につ

いては、能力向上が図られやすかった。 

 フェーズ２の知見が活用されたこと。フェーズ２と同じ TPW を対象としているため、

JICA の支援に経験のある C/P 人材や、フェーズ２でこれら C/P が培った給水事業の技

術を活用することが可能となり、効率性向上に寄与した。 

 JICA との協力を通して経営改善を成功裏に収めた経験を持つ公営水道事業体である

PPWSA の専門家を活用していること。これにより TPW とのコミュニケーションや技
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術移転が容易になった他、国内講師人材としての PPWSA の能力向上も図られた。 
 他ドナーの過去の支援を有効活用し、効率性を高める工夫が行われていること。具体

的には、ADB および世界銀行が施設の整備・改修を実施した TPW を対象とすることで

協力の効率性を高める設計となっている（他ドナー支援の詳細は、「３－５ 実施プロ

セス」も参照）。また世界銀行 WSP との定期的な情報交換を通じて、双方の支援の相

乗効果を高める努力が行われている。 

 近年 JICA が実施した他の案件が、TPW の財務に正のインパクトをもたらしたこと。

JICA 他案件とは、具体的にはプルサット・シハヌークビル・コンポンチャム・バッタ

ンバンで日本が実施したインフラ整備の無償資金協力等を指す。 

 ４－６－２ 問題点及び問題を惹起した要因 

  (1) 計画内容に関すること：なし 
  (2) 実施プロセスに関すること： 

 TPW 毎の能力に差異があること。一部の TPW の活動の遅延により、PDM の指標の達

成が困難になる恐れがある。 

 2013 年の国家議会選挙の期間中、政府全体の業務が滞り、本プロジェクトの進捗にも

これが影響して活動に遅延が生じたこと。 
 議会選挙後の省庁再編で、本プロジェクトの担当省庁そしてその人事が刷新されたこ

と。その結果本プロジェクトに従事できる人材が MIH で不足していること。 
 プロジェクトの調整能力の不足。そのため日本人専門家・MIH・TPW 間の情報共有が

必ずしも円滑に実施されていない。 

 活動に水道法案の策定等が加わり、プロジェクトの業務量が増加したこと。 
 成果 1-3 で導入される CIFRS に関する、共通認識が不足していること。NAC、MIH 会

計部、DIH、TPW の間で、CIFRS に則った会計基準を導入するという方針が必ずしも

共有されていないことが、成果 1-3 の進捗に支障をきたした面がある。 
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第５章 結論 

 2012 年 11 月の開始以降、「カンボジア水道事業人材育成プロジェクト（フェーズ３）」は、「対

象 8 都市の公営水道事業体において安定的・持続的な給水管理能力を向上する」という事業

目的の達成に向け一定の成果をあげている。 
 協力前半、プロジェクトは特に TPW の財務データの信頼性向上に大きな成果をあげた。また

協力後半にはビジネス・プランや水道法案の策定等、更なる成果の産出が見込まれている。

他方で活動全体の進捗は当初計画と比べ遅延気味であり、後半の活動を加速する必要性が認

識された。 
 本プロジェクトの設計は適切であり、今後遅延なく活動が実施されれば、所期の成果の達成

と、カンボジア給水分野に対する高いインパクトの発現が可能、というのが中間レビュー評

価団の所見である。他方で課題として、短期的にはプロジェクト後半の効率性を確保するこ

と、長期的には TPW 内でプロジェクトの知見が活用される仕組みを確立する・MIH の役割を

明確化する・ビジネス・プランをツールとして、経営改善と外部資金の確保を図る等の活動

が必要であることが確認された。 
 上記の所感に基づく、OECD-DAC の基準（「２－１ 評価の手法」を参照）による評価結果

は以下の通り。 
 本プロジェクトの設計がカンボジアの開発政策とニーズ、日本の政策や比較優位と

合致していること、開発効果を得るのに適切な案件設計となっていることから、妥

当性は「高い」。 
 プロジェクト目標達成の見込みが不明であることから、有効性の評価は「時期尚早」。

しかし後半の活動の効率が上がれば、有効性は高まることが見込まれる。 
 プロジェクト・ダイレクター、日本人専門家、TPW の大半がプロジェクトに高いコ

ミットを示している一方で、2013 年の国家議会選挙の影響やプロジェクト業務の増

加等の事情で活動に遅延が生じていることから、効率性は「中程度」。 
 上位目標の指標に修正が必要であること、また波及効果の検証が時期尚早であるこ

とから、現時点で本プロジェクトのインパクトは「不明」。なお、想定される波及効

果の例は、「４－４ インパクト」に記載した。 
 前半の活動進捗が十分でないという事情から、持続性の評価は「時期尚早」。今後の

持続性を左右する要因については、「４－５ 持続性」を参照。 
 プロジェクトを取り巻く環境の変化等に合わせ、プロジェクト効果をより発現させるため、

PDM の変更を次章のとおり提言した。別添 7 の変更案に基づき、今後プロジェクトで PDM
を見直す予定である。 
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第６章 提言 

  (1) 活動の運営管理の改善 
提言内容 担当者  

   1) 以下の活動を通じて、活動を加速させること。  

 今後の活動のスケジュールと詳細（今後作成すべきビジネス

・プランの内容も含む）を明確にし、全TPWに共有する。

また関係者の役割分担を確認し、スケジュールに沿った活動

の実施に務める。 

MIH、TPW、 
日本人専門家 

 遅延なくプロジェクト活動を実施するため、日本人専門家お

よび（または）カンボジア人専門家の投入を増やす。 
JICA 

 先行するTPWが、他のTPWによる活動の加速を支援する体

制を確保する。 
MIH、TPW、 
日本人専門家 

 TPWが作成した資産台帳および資産管理リストの質を確認

し、またこれらの用途についてTPWの理解を促進する。 
日本人専門家 

 システムの調達と導入を早期に開始する。 日本人専門家 

 CIFRSを全水道事業体に適用するというMIHの方針に基づ

き、TPWのCIFRSへの移行を促進するため、MEF・MIH会計

部・DIHと更なる協力を図る。 

MIH、TPW、 
日本人専門家 

 水道法案の作成プロセスを加速する。 MIH、日本人専門家 

   2) プロビンシャル・ツアーを通じた TPW への指導を継続する

こと。またプロジェクトの主要な活動とツアーのタイミング

を調和化させること。 

MIH、日本人専門家 

   3) 各 TPW からフォーカル・ポイントを指名し、これらフォー

カル・ポイントに対し、責任を持ってプロジェクトとの連絡

調整を行い、調整の結果を TPW 所長に定期的に報告するよ

う指示すること。 

TPW 

   4) TPW をより積極的にプロジェクトの能力向上活動に参加さ

せること。具体的には、プロジェクトからの宿題を定期的に

提出・発表させる、経験共有の行事への参加を得る、等。 

TPW、日本人専門家 

   5) DPWS との協議を増やすこと。 MIH/DPWS、 
日本人専門家 

   6) MIH 幹部に対し、定期的に活動の進捗を報告すること。 MIH/DPWS、TPW、 
日本人専門家 
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  (2) PDM の活動・指標の精緻化と修正  
提言 担当者 

   1) プロジェクトの目的に鑑み、以下の修正を行うこと。 

 上位目標の指標の修正。 
 プロジェクト目標の指標3の修正。具体的にはこれを「Each 

performance at all TPWs is improved through on-site efforts 
compared to ones of 2013」から「Performance at all TPWs is 
improved as compared to 2013 using the PIs as a tool」に修正。

 成果４の活動、および成果５の活動と指標の修正。 
 上位目標の外部条件の追加。例としては、「カンボジアの政

治経済情勢に大きな変化が生じない」等。 

法案の作成は、日本人

専門家が MIH および 
TPW との協議を通し

て実施。 

   2) 成果指標 2-2 で開催されるセミナーの詳細を決定すること。 MIH、日本人専門家 

   3) PI のモニタリングと報告の方法を明確にすること。 MIH、日本人専門家 

   4) 水道法案に関する内外関係者との情報共有の方法、および法

案策定終了後に日本人専門家が果たすべき役割を明確にす

ること。 

MIH、日本人専門家 

   5) 上位目標の指標の達成度をいつ誰がどのように計測するべ

きか、関係者で合意すること。 

MIH、TPW、 
日本人専門家 

 

  (3) 今後のインパクトと持続性の確保 
提言内容 関係者 

   1) 給水管理の重要性について、継続的に TPW の理解促進に努

めること。 

MIH、日本人専門家 

   2) TPW 間のネットワークを構築し、TPW 間の技術移転や経験

共有を促進すること。 

MIH、TPW 

   3) 策定されるビジネス・プランを、持続的な財務管理と資金源

獲得に十分に活用すること。 

MIH、TPW 

   4) 広報活動を促進し、給水分野の開発パートナーや他の潜在的

な投資家の意識向上に努めること。 

TPW、MIH、 
日本人専門家 

   5) プロジェクト終了後も、先行 TPW から他の TPW に対する支

援を継続すること。 

MIH、TPW 
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第７章 所感 

７－１ 団長所感 

（田村えり子：JICA 地球環境部 水資源第一チーム 課長） 

  (1) カンボジアに対する支援方針 
カンボジアの水道事業に対する協力は、1993 年の「プノンペン市上水道整備計画」に始

まり 20 年以上に及んでおり、北九州市の多大な協力も得て、これまで大きな実績をあげて

いる。 

しかしながら、今回の中間レビューを通じ、改めてカンボジアにおけるガバナンスの脆弱

性を痛感した。カンボジアの水道分野に対しては、法整備、中央・地方政府、民間事業者の

能力強化、全国レベルの施設整備・水源開発など多くの協力ニーズがあるものの、主に MIH
のガバナンス・能力に関する課題により、現時点で抜本的な改善に向けた支援は困難である

ように感じた。また、PPWSA における職員の大量採用など、PPWSA の経営・事業の方向

性についても懸念がある。 

カンボジア水道セクターにおける、日本の存在感は大きく、MIH 大臣、長官からは継続

的な関与を期待されている。JICA としてもカンボジアの水道セクターへの支援は代表的な

成功事例として取り上げており、これまでの支援の成果を無駄にすることのないよう、引き

続きカンボジアの水道セクターの発展に向けた支援を継続していくべきであると考えてい

る。 

今回の中間レビューでは、2012 年に決裁をとった「都市水環境プログラム」の水道分野

に関する実績確認及び今後の方向性についての検討をあわせて実施している。既述のとおり、

今後の支援の方向性については、本調査団としては、これまでの方針をベースに将来の展開

を見極めていくという結論にならざるをえないと思われるが、JICA 内外関係者で適時情報

交換を行いつつ、戦略を検討していきたい。 

  (2) プロジェクトの実施促進 
2013 年の選挙による C/P の体制変更が正負それぞれの影響をプロジェクトにもたらして

いる。エクソンチャン長官のプロジェクト復帰といったプラスの影響もあった一方で、大

臣・水道部長など主要な C/P の交替など負の影響も大きい。専門家チームは C/P やプロジェ

クトの実施方針の変更により対応に苦慮した場面も多かったものと推察するが、そのような

環境の中でも、8TPW の事業関連データの整備などの活動を着実に行っていただいてきた。 

今回のフェーズ 3 では、これまでの技術分野の支援とは異なり、事業計画の策定支援とい

う、C/P に対し新たな概念・考え方を伝えるものとなっている。 

プロジェクトの実施状況としては、前半の活動の遅延により、プロジェクト活動が全体的

に後ろ倒しになっており、かつプロジェクト前半期間中に水道法策定支援など新たな活動計

画も加わっている。また、C/P が多くかつ地理的にも離れていることから、後半期には、複
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数関係者の情報共有・理解の促進とともに、より効率的・円滑な活動の実施が求められる。

まずは、PDM の活動・指標・詳細スケジュールを明確にし関係者に共有・理解を促したう

えで、各種活動について早めの着手が必要である。当面の間、テレビ会議等により当部から

もプロジェクトの進捗管理を重点的に行っていきたいと考えている。 

  (3) プロジェクト実施において特に留意すべき事項 

   1) 民間セクターの巻き込み 
本プロジェクトでは、昨年度後半より、水道法の策定支援を活動の一つとして位置づけ

ている。既に様々な規模の民間水道事業体が高価格で質の低い給水サービスを拡大しつつ

ある現状を鑑みると、水道法の整備により、水道事業の定義や求められる役割を明確化し、

官民による適正な給水サービスを推進できるような体制を早期に構築すべきであると考え

る。 

また、工業手工芸省大臣は民間水道事業体の能力向上も重視しており、プロジェクトで

支援予定の新会計システム（CIFRS：カンボジア国際財務報告基準）を民間水道事業体に

も適用したいとの意向を示している。 

カンボジアにおける公営水道事業体は既に 10 数カ所と極めて少数である一方、民間の水

道事業体は 350（うち約半数が無認可と想定されている）を超えており、水道セクターの

中での民間セクターの存在は無視できないものとなっている。本プロジェクトでは公営水

道事業体を対象としているが、本プロジェクトの実施や今後のプログラムの協力方針を検

討していくうえで、常に民間セクターの動向に留意し関与を継続する必要がある。 

   2) 技術協力と資金協力の連携 
カンボジアの水道セクターを現状のレベルにまで発展させることができた要因の一つに

は、技術協力によるキャパシティ・ビルディングと資金協力による施設整備の連携による

効果があげられる。 

本プロジェクトでは、①事業計画策定に必要な情報整備により、②事業計画の策定・モ

ニタリングによる健全な事業運営の実現を図り、ひいては将来的には③資金調達による事

業拡大、という正のサイクルへの転換を目指している。しかしながら、今般開催した JCC
では讃良国際協力専門員により財務計画の必要性と効果についてのプレゼンテーションを

行っていただいたが、残念ながら現時点では財務計画の必要性を十分に理解できている

C/P は少ない印象である。 

プロジェクトの後半期では、財務計画を含む事業計画を策定する予定であるが、特に既

に無償資金協力の対象となっている水道事業体には無償資金協力の実施による財務面のイ

ンパクトを実感を持って理解してもらう有効な機会となりうると考えている。これまで対

象となっていない、TPW に対する無償資金協力の実現可能性も探りつつ、引き続き技術協

力と無償資金協力の連携による事業効果の発現をフォローしたい。また、グッドプラクテ

ィスが得られた場合は、他国に対する支援計画の立案にも活用していきたい。 
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７－２ 「水道施設」 団員 所感「カンボジア水道セクターの発展の方向性」 

（讃良 貞信：JICA 国際協力専門員） 

  (1) 「カ」国の水道セクター 
「カ」国の水道セクターは、工業手工芸省 MIH が所管する都市給水セクターと、地方開

発省 MRD が所管する村落給水セクターから成っている。MIH が所管する都市給水は、表流

水や地下水を水源とし、パイプを介して給水する給水事業である。現在 12 の公営水道事業

体と 350 以上の民営水道事業体が都市給水事業を運営している。一方、MRD が所管する村

落給水は、主に地下水を水源とするパイプを介さない給水事業であり、コミュニティが中心

となって運営している。JICA がこれまで実施してきた資金協力事業や技術協力プロジェク

トの主なカウンターパート組織は、都市給水を所管する MIH、及びその傘下にある公営水

道事業体である。村落給水セクターに関する手持ちの情報量は少なく、本ペーパーでは、

MIH が所管する都市給水セクターの今後の発展の方向性について考えることとする。 

「カ」国の都市給水セクターの発展について考える際には、これまでより少し視界を広げ、

都市給水セクター全体を見渡す必要がある。具体的には、これまで我が国が支援してきた公

営水道事業体に加え、民営水道事業体も視野に入れた都市給水セクター全体の発展について

考える必要がある。 

  (2) 都市給水セクターの現状 
「カ」国の「National Strategic Development Plan (NSDP) 2014-2018」によれば、都市部の

給水普及率は 2008 年の 52%から 2012 年には 68.5%にまで上昇したものの、首都プノンペン

を除く地方都市だけを見れば 2012 年時点で 50%にとどまっている。給水普及率を向上させ

るためには、施設整備が何よりも重要となるが、主に資金調達の問題から、その進捗は順調

ではない。資金調達の困難性は、「カ」国の都市給水セクターにおいて深刻な問題であり、

発展の障害となっている。施設整備に関して政府の補助金や融資はまったく期待できない。

残された道は、開発パートナーの支援、民間資金の導入、料金値上げによる自己資金の活用

だが、いずれの道も厳しいのが現状である。 

都市給水セクターでは、公営と民営を併せおよそ 350～400 の水道事業体が給水事業を行

っている。無認可で操業している民営水道事業体も多く、正確な総数の把握は困難である。

公営水道事業体の数は 12 である。技術協力プロジェクトの対象となっている 8 事業体、

PPWSA、ストゥントレン、及びコンポンチャム周辺の 2 つの小規模な事業体である。民営

水道事業体の数は 350 以上と推定されており、MIH から認可を受けて操業しているのはそ

の内の 150 程度にすぎない。認可を受けている民営水道事業体の 75%以上は、顧客数 1,500
未満の小規模事業体である。無認可の事業体も小規模なものが多いが、中には水源ダムや浄

水場を所有し、大規模に給水事業を展開している事業体も存在している。 

公営水道事業体に関しては、我が国のこれまでの協力（資金協力事業及び技術協力プロジ

ェクト）を通じ、多くの事業体が技術面、経営面で進歩をとげてきた。今後 5 年以内には、

ほとんどの事業体の公社化が実現する見込みである。公営水道事業体の公社化は、NSDP に

掲げる「カ」国の都市給水セクターの重要な政策目標の一つである。MIH のエクソンチャ
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ン長官は、公営水道事業体の公社化に強い意欲を持っており、現在実施中の技術協力プロジ

ェクト（フェーズ３）においても、公社化を目指して 8 公営水道事業体の経営改善に取り組

んでいる。 

民営水道事業体に関しては、その大多数が貧弱な施設を使用しており、運転維持管理能力

も不足している。Water and Sanitation Program（WSP）が Cambodian Water Supply Association 
（CWA）を通じて研修等の支援を行ってはいるものの、多くの場合、水質基準を満たさな

い水を、公営水道事業体より高い料金で販売しているのが実状である。民営水道事業体の数

は今後も増え続けることが予想され、早急な対策が必要となっている。相手が民間企業であ

ることから、我が国の支援には自ずと限界がある。しかし、そうした制約がある中において

も、「カ」国の都市給水セクターの発展のためには、何らかの方法で民営事業体のサービス

向上に協力することができないか模索する必要がある。 

  (3) 10 年後の都市給水セクター 
現在実施中の技術協力プロジェクト（フェーズ３）では、「カ」国の水道法の策定支援を

行っている。現在の見込みでは、遅くとも 2018 年の総選挙前には水道法の施行が開始され

る予定である。水道法には、事業認可の発行・変更・停止・取り消し、飲料水水質基準、水

道水源の保全、及び、水道料金算定方法等に関する規定が盛り込まれることが想定されてい

る。水道法の作成を除けば、「カ」国の都市給水セクターの将来は五里霧中といった状態で、

まったく見通しが立たない状態である。唯一言えることは、2018 年に予定されている総選

挙の結果、及び、その結果を受けて策定される NSDP（2019-2023）に盛り込まれる都市給

水セクターの政策目標に大きく左右されることになるであろうということである。 

そうした状況下において、私が勝手に頭に描く今から 10 年後の「カ」国の都市給水セク

ターの姿を下図に示す。水道法が既に施行されており、公営（ほとんどが既に公社化してい

る）、及び民営の水道事業体により遵守されているという前提で描いている。以下、この図

について解説する。 

 

   1) 事業の認可 
現在作成中の水道法では、事業の認可・変更・停止・廃止に係る規定が省令で定められ
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る予定である。事業の認可に関しては、申請者である水道事業体が事業のフィージビリテ

ィ調査を実施するとともに、5 年間の投資計画（財政計画や図面を含む）を添付した認可

申請書を MIH に提出することが義務付けられる予定である。 

我が国では水道法第 7 条に認可申請書に添付すべき書類の種類が詳細に規定されている。

大規模な施設整備を伴う事業の認可申請書は相当なボリュームとなり、事業計画書、工事

設計書、財政計画、図面等が含まれている。我が国では、認可申請書の作成を契約でコン

サルタントに委託している場合が多い。水道事業体はコンサルタントが作成した申請書を

チェックした上で、厚生労働省もしくは都道府県知事に提出している。事業が認可される

と起債の対象となり、事業を実施するための資金の調達が可能となる。 

「カ」国では、現在進行中の技術協力プロジェクトにおいて、8 地方公営水道事業体を

対象として、認可申請書の作成に必要となる計画策定能力の強化を行っている。プロジェ

クトが終了する 2017 年末頃までには、認可申請に必要な書類のほとんどを自力で作成でき

るようになることが期待されている。一方、多くの民営水道事業体においては、自力で認

可申請に必要な書類を作成することは、今から 10 年後においても困難であるものと思われ

る。彼らは契約で PPWSA やローカルコンサルタントに認可申請書の作成を委託せざるを

得ないものと思われ、そのことが、結果的にしっかりとした事業計画や財政計画の策定に

つながることが期待される。また、財務基盤が極めて脆弱な民営水道事業体は、認可申請

書を外部に委託して作成することができず、自然淘汰される可能性が大きい。 

   2) MIH 水道部の水道総局への格上げ 
水道法の施行に伴い、「カ」国の都市給水セクターの発展に果たす MIH の役割は極めて

重要になる。その内容は、セクター政策・戦略の立案から水質基準や各種ガイドラインの

制定・改定まで多岐にわたっている。中でも特に重要になるのは、事業の認可、及び、認

可を受けた水道事業体に対する指導・監督である。現在の水道部（Department of Potable 
Water Supply）の人員 20 名程度では、こうした役割を十分に果たすことは不可能である。

今後 10 年以内に、現在の水道部は水道総局（General Department of Potable Water Supply）
に格上され、少なくとも 70 名程度の人員数が確保されている必要がある。格上げに伴い、

人材育成が必要となることは言うまでもない。 

   3) 水道料金規制主体の設立 
公営であれ民営であれ、水道事業が健全に運営されるためには、適切な水道料金の設定

が不可欠である。そのためには、認可申請書に添付される 5 年間の投資計画の内容を精査

し、提案されている水道料金の妥当性を審査する規制主体の設立が必要となる。料金改定

の可否が地方州政府の政策的判断に全面的に委ねられている現状の体制は、「カ」国の都市

給水セクターの健全な発展にとって大きな障害となっている。独立した規制主体の創設は、

NSDP においても「カ」国の都市給水セクターに係る政策目標の一つになっており、今後

10 年以内にこのような規制主体が設立される可能性は高い。上図では規制の対象を水道料

金に限定している。この場合に必要となる人員数は多くても 30 名程度であろう。代替案と

しては、電力セクターの規制機関である Electricity Authority of Cambodia（EAC）のように、

この規制主体に水道料金の規制だけでなく、事業認可、及び、認可を受けた水道事業体に
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対する指導・監督に関する権限についても付与することが考えられる。その場合、この規

制主体の人員数は大幅に増えることになるが、その分 MIH 水道総局の人員数を減らすこと

が可能である。 

   4) 水道協会の活性化 
「カ」国には、2011 年 12 月に設立された民営水道事業体のための水道協会（Cambodia 

Water Association：CWA）が存在する。2014 年時点で正式会員数は 64 であり、13 州の 89
カ所で水道事業を運営している。既述のとおり、この CWA に対しては、WSP が研修等を

通じて支援を行っている。「カ」国の都市給水セクターの発展のためには、彼らの事業計画

策定能力や運転維持管理能力の向上を図る必要がある。公営水道事業体だけのために新た

な水道協会を設立することには、疑問を抱かざるを得ない。公営水道事業体も CWA に参

加し、PPWSA を中心とする公営水道事業体が、民間水道事業体のレベルアップを図る体

制を整えるべきである。 

水道協会が「カ」国の都市給水セクターの発展のために果たす役割は数多くあると考え

る。MIH と連携し、「水道統計」の作成や「水道料金算定要領」、「水道施設設計指針」及

び「水道維持管理指針」といった各種指針・ガイドラインの作成・改定など、「カ」国の都

市給水セクター全体のレベルアップに貢献することが期待される。 

   5) 都市給水基金の創設 
民営水道事業体の大多数は小規模事業体である。現状では粗末な施設を用いて給水を行

っており、水質基準を満たす水道水を供給するためには、新たな施設整備が不可避である。

多くの場合、彼らがそのために必要とする資金の規模は数百万円から多くても数千万円程

度であるが、その資金を容易に調達できないという深刻な問題がある。仮に水道施設に担

保を設定することで民間の金融機関から融資を受けることができたとしても、利率が高く

返済期間も短期であることから、水道料金を高く設定することで早期に資金を回収せざる

を得ない状況にある。 

民間水道事業に比べ、現在技プロで支援する地方 8 都市の公営水道事業の規模は遥かに

大きい。既述のとおり、これら 8 都市の経営状況は年々改善傾向にあり、今後 5 年以内に

は大部分が経営面で完全に自立できるようになることが予測される。これらの都市では、

一部を除き、我が国の資金協力事業等の実施により、当面の水需要を賄うための基本的な

施設整備は完了しており、今後必要となる拡張・改良資金の規模は、1 都市あたり数千万

円から多くても 1 億円程度と推定される。 

問題は、上述したような民営・公営の水道事業体が必要とする比較的少額の資金を如何

に調達できるようにするかである。低利で長期の資金、いわゆるコンセッショナル・ロー

ンを借りることさえできれば、料金収入で元利償還が十分可能であっても、そうした資金

を借りるすべがないという、深刻な問題が存在している。こうした問題を解決するため、

上図では今後 10 年以内に「都市給水基金」が創設されることを想定している。基金は案件

を審査し、一定の要件を満たす案件に対しては低利かつ長期の資金を融資することが期待

される。 
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MIH の事業認可を受けた水道事業者は、事業を実施するための資金を同基金から優先的

に借入れできるようなインセンティブメカニズムが構築されれば、現在無認可で操業して

いる民営水道事業体は積極的に認可を受けようとするであろう。そのことが、結果的にし

っかりした事業計画の作成や適切な水道料金の設定に結びつくことが期待される。「カ」国

政府や開発パートナーが基金に資金を拠出し、基金の管理・運営は、政府系開発銀行が行

うことになることが想定される。基金の内部を公営水道事業体専用と民営水道事業体専用

の 2 つの独立したサブ基金に分離して管理・運営することにすれば、JICA が公営水道事業

体専用のサブ基金に対して資金を拠出することも可能になるものと思われる。 

  (4) 今後の協力 
「カ」国の都市給水セクターに対する今後の協力としては、以下が考えられる。 

   1) コンポントムとスバイリエンにおける無償実施妥当性の検討 
技プロの対象となっている 8 都市の中で、コンポントムとスバイリエンについてはこれ

まで無償資金協力事業が実施されていない。これら 2 都市における無償実施の妥当性を検

討する。 

   2) 技プロ対象以外の公営水道事業体に対する支援可能性の検討 
ストゥントレンには公営水道事業体が存在するが、技プロの対象には含まれていない。

コンポントムの周辺に存在している二つの小規模公営水道事業体についても同様である。

こうした公営水道事業体に対する支援の可能性を検討する。 

   3) 水道法のフォローアップ 
技術協力プロジェクトの中で水道法の作成支援を行っており、今後も水道法が無事に制

定されて施行されるまでの間、引き続きフォローアップしていく。 

   4) 既存組織の改革と新組織の設立 
上図に示した既存組織の改革と新組織の設立について、機会あるたびに「カ」国政府に

働きかけていく。 

   5) 用水供給事業の検討 
「カ」国の都市給水セクターの課題について日本人専門家と協議した際、専門家からは

「水源の確保」が今後の大きな課題であるとの指摘があった。水源開発に当たっては、各

水道事業体（公営及び民営）が個別に行うのではなく、隣接する複数の水道事業体に対し

て水道用水を供給する用水供給事業として開発する方が効率的である場合が多い。「カ」国

において用水供給事業を実施する妥当性、実施する際の問題点、及び、本邦企業の参加の

可能性等について検討する。 
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７－３ 「水道事業経営」団員 所感「今後の効果的なプロジェクト推進に向けた方策について（提

言）」 

（川嵜 孝之 北九州市上下水道局海外事業部海外事業課 係長） 

  (1) 水道事業の持続的発展に向けた強化 
1) キャッシュフロー管理（会計基準） 

2) 運転維持管理計画/更新計画（アセットマネジメント）実現のための「設備台帳」の

活用 

3) 中長期財政計画策定に向けた管路の拡張整備計画 

4) 効果的・計画的な無収水削減等、経営改善のための具体的方策 

5) 中長期財政計画の基礎 

以上 5 分野の指導のため、2015 年度に北九州市上下水道局から短期専門家を招へいし、

集中的な中長期の経営管理能力向上を図る。また、上記研修を実施する北九州市上下水道局

に地方水道事業体職員を派遣し、中長期の経営管理に関する知識習得とともに、講師となる

北九州市の専門家との信頼関係づくりを進める。 

  (2) 人事管理体制の強化 
2014 年に活動した各専門家から得られた組織管理上の課題を整理し、職務分析や職務評

価に活用するとともに、業績評価や給与・賞罰等の人事システムに反映させることを目指し、

コンサルタント専門家の投入を行う。 

  (3) “First Runner Group”の設定と活用 
以上のマネジメント強化にあたって、まずは“First Runner Group”を強化し、続いて first 

runner が second runner を教えるトレーナーとなるという手法を取ることにより、活動の促

進と効果増大を図る。 

  (4) MIH との協力促進 
MIH 水道部とのコミュニケーション強化を進め、監督官庁としての役割が積極的に発揮

されるよう協力関係を深める。また、パフォーマンスの向上が思わしくない TPW に対して

は、MIH からトップマネジメントに対する適切な指導が行われるよう引き続き協力を求め

る。 

  (5) 政策支援体制の強化 
水道法策定、水道協会設立など、重要な政策課題の進捗を加速するため、必要に応じて専

門家の追加投入を検討する。 

  (6) 見所のある若手職員の育成 
各 TPW のトップ層への働きかけと平行して、意欲と能力のある若手職員により多くの研

修の機会を提供する。特に、国別研修等、海外で学ぶ機会を積極的に活用する。 
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（１）実績の検証・実施プロセス

　　 MIH: Ministry of Industry and Handicraft    TPW: Targeted Provincial Waterworks    C/P: counterparts　at MIH & TPW　　PO/APO: 活動計画または年次活動計画

評価項目 大項目 小項目

成果は計画どおり産出
されているか。 指標「1-1 The customer ledgers are periodically updated」の達

成の状況または見込み

各TPWで更新される顧客台帳、プロ
ジェクト報告書、専門家、CP

文献調査、質問票、
インタビュー調査、直
接観察

指標「1-2 The asset ledgers are periodically updated」の達成の
状況または見込み

各TPWで更新される資産台帳、プロ
ジェクト報告書、専門家、CP

文献調査、質問票、
インタビュー調査、直
接観察

指標「1-3 The financial statements are prepared every year in
line with Cambodian International Financial Reporting Standards
(CIFRS)」の達成の状況または見込み

各TPWで作成される年次財務諸表、
プロジェクト報告書、専門家、CP

文献調査、質問票、
インタビュー調査、直
接観察

成果1の実施に関する課題や外部条件
プロジェクト報告書、専門家、CP 文献調査、質問票、

インタビュー調査

指標「2-1 TPWs are able to prepare and revise medium/long-
term financial management plans」の達成の状況または見込み

TPW毎の中長期財政計画(*)、プロ
ジェクト報告書、専門家、CP

文献調査、質問票、
インタビュー調査、直
接観察

指標「2-2 The seminars on the formulation of medium/long-term
financial management plans are held by TPWs」の達成の状況ま
たは見込み

中長期計画策定に関するセミナー開
催実績（または計画）

文献調査、質問票、
インタビュー調査

成果２の実施に関する課題や外部条件 専門家、C/P
文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標「3-1 TPWs periodically submit the reports including the
monitoring results of medium/long-term financial management
plans」の達成の状況または見込み

各TPWからの定期報告書、プロジェク
ト報告書、専門家、C/P

文献調査、質問票、
インタビュー調査、直
接観察

成果3の実施に関する課題や外部条件 専門家、C/P
文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標「4-1 TPWs report the monitoring results of PIs to MIH
regularly」の達成の状況または見込み

各TPWからの報告の有無、プロジェク
ト報告書、専門家、C/P

文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標「4-2 MIH is able to check the appropriateness of the
monitoring results of PIs submitted by TPWs」の達成の状況また
は見込み

本指標に関する専門家の報告、MIH
の意見

文献調査、質問票、
インタビュー調査

実績の検証 成果1：「Capacity of managing
the data necessary for
medium/long-term financial
management plans  is
enhanced at TPWs」

成果2：「Capacity of
formulating medium/long-term
financial management plans is
improved at TPWs 」

成果3：「Capacity of
monitoring medium/long-term
financial management plans is
enhanced at TPWs」

成果4：「Capacity of
monitoring, evaluating
medium/long-term financial
management plans,
formulation policies and
supporting TPWs for funding
is strengthened at MIH」

カンボジア・水道事業人材育成プロジェクト フェーズ3

評価グリッド

評価設問
必要な情報・データ 情報源 データ収集方法
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指標「4-3 MIH is able to judge the feasibility of medium/long-
term financial management plans and annual plans prepared by
TPWs」の達成の状況または見込み

本指標に関する専門家の報告、MIH
の意見

文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標「4-4 MIH proposes the future situation of MIH and public
water utilities」の達成の状況または見込み

公社化に向けた制度枠組みの整備
状況（例： 水道法の策定、水道協会
の設立）

文献調査、質問票、
インタビュー調査

成果4の実施に関する課題や外部条件 プロジェクト報告書、専門家、C/P
文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標「5-1 The results of gap analysis between human resource
development management which should be done for the ideal
situation and the current capacity level/function are compiled」
の達成の状況または見込み

実施された分析に関する報告書、専
門家、C/P

文献調査、質問票、
インタビュー調査、直
接観察

指標「5-2 The topics necessary for trainings, the target
personnel, and specific profile to be recruited are identified」の
達成の状況または見込み

必要な研修・対象者等をまとめた報
告、専門家、C/P

文献調査、質問票、
インタビュー調査

成果5の実施に関する課題や外部条件 プロジェクト報告書、専門家、C/P
文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標 「1. All TPWs are able to utilize the knowledge given by
the Project activities」の定義と達成の状況または見込み

成果１～３の活動を通じて策定された
中長期計画の策定・モニタリング状況

文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標「2. The performance indicators (PIs) are clarified and
monitored」で言及されるPIの内容と指標の達成の状況または見
込み

最終化されたPI、またPIのモニタリン
グ状況を示すTPWからの報告書（成
果4-1に関連）

文献調査、質問票、
インタビュー調査

指標「3. Each performance at all TPWs is improved through on-
site efforts compared to ones of 2013」の達成の状況または見込
み

PIの改善を示すモニタリング結果、専
門家、C/P

文献調査、質問票、
インタビュー調査

プロジェクト目標達成に関する課題や・影響する外部条件
プロジェクト報告書、専門家、C/P 文献調査、質問票、

インタビュー調査

プロジェクト目標達成に向け、既存の活動に追加して実施した活
動の効果、および今後優先すべき活動

プロジェクト報告書、専門家、C/P 文献調査、質問票、
インタビュー調査

プロジェクト目標：「All TPWs
are able to manage water
supply more stably and
sustainably」

プロジェクト目標の達
成見込みはあるか。

成果5：「Capacity of analyzing
human resources development
and improvement measures at
TPWs is enhanced」
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上位目標の達成見込
みはあるか。

上位目標：「Water services
provided by TPWs are
enhanced」

プロジェクトの結果、指標「1. Service coverage served by TPWs
is improved」が達成される見通し（「Service coverage」の範囲も確
認）

プロジェクト報告書、専門家、C/P
文献調査、質問票、
インタビュー調査

プロジェクトの結果、指標「2. Water supply duration  served by
TPWs is improved」が達成される見通し（ベース年も確認）

プロジェクト報告書、専門家、C/P
文献調査、質問票、
インタビュー調査

上位目標達成に関する課題や・影響する外部条件 プロジェクト報告書、専門家、C/P
文献調査、質問票、
インタビュー調査

（1） カウンターパートの配置（Counterpart personnel）

（2) プロジェクト用オフィス・施設（Project office and facilities）

(3) プロジェクト実施に必要なデータ情報（Necessary data and
information)

（4） ローカルコスト（Local operational costs）

（1）日本人専門家の派遣

     1) 長期専門家

　　・ Chief advisor

　　・ Coordinator

　　2）　短期専門家

　　・ Accounting

　　・ Asset Data Preparation

　　・ Replacement and O&M Planning

　　・ Expansion Planning

　　・ Financial Planning

　　・ Technical Evaluation of Plan

　　・ Financial Evaluation of Plan

　　・ Human Resources　Management

（2）　資機材 プロジェクト報告書、C/P、専門家 文献調査、質問票

（3）　研修（日本または第3国） プロジェクト報告書、C/P、専門家 文献調査、質問票

（4）　ローカルコスト（主に①TPW対象研修実施のためのカンボジ
ア人短期専門家の雇用、②カンボジア国内研修所における研修
費用）

プロジェクト報告書、C/P、専門家 文献調査、質問票

文献調査、質問票プロジェクト報告書、専門家、C/P、
JICA事務所

カンボジア側による投入 プロジェクト報告書、専門家、C/P 文献調査、質問票投入は計画どおりか。

日本側による投入
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活動全般の実績と計画との比較結果
PO/APO、プロジェクト報告書、C/P、
専門家

文献調査、質問票、
インタビュー調査

TPW毎の成果の産出状況・活動進捗の差異等
PO/APO、プロジェクト報告書、C/P、
専門家

文献調査、質問票、
インタビュー調査

関係者間の役割分担や連絡指示系統の明確さ

モニタリングや情報共有の体制と実施状況

カンボジア側と日本側のコミュニケーション
プロジェクト報告書、C/P、専門家、
JICA事務所

カンボジア側関係者（MIH、8のTPW職員）の間のコミュニケーショ
ン

プロジェクト報告書、C/P、専門家、
JICA事務所

日本側関係者（専門家、ローカルスタッフ、JICA本部、カンボジア
事務所等）の間のコミュニケーション

プロジェクト報告書、専門家、JICA事
務所

文献調査、インタ
ビュー調査

プロジェクトの円滑な実施に対するカンボジア側の協力

カンボジア側による活動や投入の実施状況

専門家人材の専門性

役割分担の明確さ・適切さ

技術移転の手法は適切か。
技術移転の手法の適切性

プロジェクト報告書、C/P、JICA事務
所

文献調査、インタ
ビュー調査

C/Pの専門分野や配置は適切
か。 C/Pの専門性、役割分担の明確さ・適切さ

プロジェクト報告書、JICA事務所、専
門家

文献調査、インタ
ビュー調査

（1）　政府政策・MIHの実施体制の変化等による影響

（2）　他の政府機関やドナーによる関連支援の影響

（3）　自然災害等の影響

（4）　課題に対して講じた対応策とその効果　等

(*)中長期財政計画の内容は、１）施設・設備更新にかかる費用支出計画、２）施設拡張整備計画、３）運転維持管理費用支出計画、４）財政計画の４つ。

文献調査、インタ
ビュー調査

文献調査、質問票、
インタビュー調査

プロジェクト関係者の
配置・専門性は適切
か。

プロジェクトの実施体
制は適切か。

実施体制は適切に機能してい
るか。 プロジェクト報告書、C/P、専門家、

JICA事務所
文献調査、質問票、
インタビュー調査

インタビュー調査

文献調査、インタ
ビュー調査、質問票

その他

実施プロセス

関係者のコミュニケーションは
円滑か。

関係者のプロジェクトに対する
認識・オーナーシップは高い
か。

プロジェクト報告書、専門家、JICA事
務所、投入及び活動の実績

プロジェクト報告書、JICA事務所、専
門家、C/P

専門家の能力や配置は適切
か。 C/P、JICA事務所

その他、プロジェクトの実施過
程で生じている課題はあるか。

活動は計画どおりに実
施されているか。

活動計画（PO/APO）通りに活
動が実施され、成果が産出さ
れているか。
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（２） 経済開発協力機構の5項目基準による評価

MIH: Ministry of Industry and Handicraft    TPW: Targeted Provincial Waterworks    C/P: counterparts　at MIH & TPW　　PO/APO: 活動計画または年次活動計画

評価項目 大項目 小項目

妥当性
プロジェクトの目的は、給水に関するカン
ボジア国の開発政策に合致しているか。
詳細計画時に確認された妥当性に変更は
ないか。

現行のカンボジア国家開発戦略、水道分野
の政令（prakas)、その他現行の国内方針と
の整合性

国 家 開 発 戦 略 （ NSDP2014 ～
2018) 、水道分野のプ ラカ ス 、
MIHの活動戦略、詳細計画策定
調査報告書

文献調査、インタビュー調査

プロジェクトは日本の援助政策・JICAの援
助実施方針と合致しているか。

日本の援助政策における水資源・給水分
野支援の位置づけ

日本外務省資料、JICA援助方針 文献調査

プロジェクトの目的・内容は、C/Pの能力
開発のニーズに合致しているか。詳細計
画時に確認された妥当性に変更はない
か。

C/P機関(*)の能力ニーズとの整合性

(*)　MIHとTPW

プロジェクト報告書、詳細計画策
定調査報告書、C/P、専門家

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

対象州の選定は妥当であったか。詳細計
画時に確認された妥当性に変更はない
か。

プロジェクトの対象となるTPWの選定方法
の妥当性

プロジェクト報告書、詳細計画策
定調査報告書、C/P、専門家、
対象州の人口統計等

文献調査、インタビュー調査

プロジェクトの設計やアプローチは、C/P
機関が直面する課題への対応策として適
切か。詳細計画時に確認された妥当性に
変更はないか。

活動範囲・技術移転の手法・実施体制に関
する関係者の評価

プロジェクト報告書、詳細計画策
定調査報告書、C/P、専門家

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

日本の知見に優位性はあるか。
対カンボジアに支援および給水分野支援
における日本の活動実績

詳細計画策定調査報告書、過去
の日本の支援に関する文献

文献調査

プロジェクト目標
の達成 プロジェクト実施の結果、プロジェクト目標

「All TPWs are able to manage water
supply more stably and sustainably」は達
成が見込まれるか。

実績の検証結果 実績の検証結果 ------

優先度

必要性

アプローチの妥当
性

有効性

カンボジア・水道事業人材育成プロジェクト フェーズ3

評価グリッド

評価設問
必要な情報・データ 情報源 データ収集方法
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実績の検証結果、関係者所感 実績の検証結果、CP、専門家
文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

2014年以降MIH側のイニシアティブで進め
られる「現場力の強化」活動が、プロジェクト
目標達成に貢献する度合い

プロジェクト報告書、C/P、専門
家

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

プロジェクト目標の達成に貢献した要因は
何か。

実績の検証結果、関係者所感
プロジェクト報告書、C/P、専門
家

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

プロジェクト目標達成を阻害した要因はあ
るか。

プロジェクトの運営、予期せぬ外部要因等
プロジェクト報告書、C/P、専門
家

文献調査、インタビュー調査

成果指標の達成
状況 成果は計画通り産出されているか。

実績と計画の比較結果（TPWの活動進捗を
中心に）

実績の検証結果、C/P、専門家
文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

日本側の投入は、量・質・タイミングともに
適切であったか。

実績と実施プロセスの検証の検証結果
実績の検証結果、プロジェクト報
告書、C/P

文献調査、質問票

カンボジア側の投入は、質・量・タイミング
共に適切であったか。

実績と実施プロセスの検証の検証結果
実績の検証結果、プロジェクト報
告書、専門家

文献調査、質問票

運営・実施の効率

プロジェクトの運営は円滑であったか。適
切な協力・実施体制が築かれていたか。

実施プロセスの検証の検証結果
（TPWの活動に影響する運営上の課題に
特に注視して確認）

実績の検証結果、プロジェクト報
告書、専門家、JICA事務所

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

MIH内あるいは対象地域における他の関連
案件との連携・役割分担（例：ADBによる給
水施設の建設等等）

他のJICA案件の知見やリソースの活用（過
去の無償で建設した施設や先行プロジェク
トの知見）

成果とプロジェクト目標の達成状況

上位目標の達成に向けた関係者の取り組
みの状況（協力終了後、他ドナーからの資
金協力が見込まれないTPWにおけるサー
ビス改善の見込みにも言及）

関係者意見

アウトプットは、プロジェクト目標達成に適
切かつ十分であったか。

他のリソースの活用等、効率性を高める工
夫はあったか。

その他

プロジェクト報告、C/P、専門家、
JICA事務所、他ドナーの報告書

文献調査、インタビュー調査

上位目標達成の
見込み

上位目標の指標「Water services provided
by TPWs are enhanced」は達成が見込ま
れるか。

プロジェクト報告書、C/P、専門
家、JICA事務所

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

貢献・阻害要因

アウトプット→プロ
ジェクト目標の因
果関係

インパクト

効率性

投入の量・質・タイ
ミング
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上位の政策や他分野の政策制度への影響

環境・ジェンダー・人権・貧富等の環境や社
会文化的側面への影響

対象地域やプロジェクト関係者の職務・職
場環境等への影響

本邦研修の経験等がCPの業務内外で活用
された事例

負の影響、およびこれに対し講じられた（協
議された）対策

持続性 本プロジェクトが支援した活動を今後も継
続するための長期的政策制度は存在する
か。

中長期財政計画の実施とモニタリングを義
務付ける政府規定（水道法の策定状況も考
慮）

関連する政府政策文書、プロ
ジェクト報告書、C/P、専門家、
JICA事務所

文献調査、インタビュー調査

本プロジェクトの活動・成果を持続させる
ための具体的な取り組みがどの程度検討
されているか。

・ 対象TPWにおける、中長期活動計画の
策定状況
・ 成果５を通して提案される人員体制の実
現に向けた取り組み
・ 活動が遅れるTPWを、先行TPWが支援
する体制の有無
・　対象8州以外へ活動を展開する予定

プロジェクト報告書、C/P、専門
家、JICA事務所

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

技術面

成果１-５を通じてプロジェクトが移転した
能力スキルは、各C/P組織に定着する見
込みか。

・　これまでのPDMの成果の達成状況
・ 技術の維持を可能にする今後の実施体
制の有無
・ 活動の継続を義務付ける政府規定の有
無

成果・実施プロセスの検証結果、
C/P、専門家

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

財政面

活動や成果の継続・普及に必要な予算の
確保は行われているか。

・ 対象州において、今後の予算が確保さ
れる見込み
・ 先行TPWが他州を支援するにあたり、
MIHから予算が確保される見込み

活動進捗の検証結果、C/P、専
門家

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

本事業の持続性を推進する関連活動はあ
るか。

政府他機関・JICA・他ドナーADB等による
他の関連事業の動向

C/P、専門家、JICA事務所、他ド
ナー支援に関する文献

文献調査、インタビュー調査

持続性を阻害するその他の要因はある
か。ある場合、プロジェクトが施せる対策は
あるか。

政治・経済・自然災害等に伴うカンボジア国
内の水道事業実施方針や体制の変化

プロジェクト報告書、C/P、専門
家、JICA事務所

文献調査、インタビュー調査

政策・制度面

その他

文献調査、質問票、インタ
ビュー調査

波及効果 プロジェクトの実施により、想定外の波及
効果や負の影響は生じたか。負の影響が
出た場合、それにどう対処したか（する予
定か）。

プロジェクト報告書、C/P、専門
家、JICA事務所
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EXECUTIVE SUMMARY 1 

Project on Capacity Building for Urban Water Supply System in Cambodia (Phase 3) 2 

Mid-term Review 3 

4 

Basic Project Information 

Project Purpose: “All Target Provincial Waterworks (TPWs) 
are able to manage water supply more stably and 
sustainably”.  
Cooperation period: 2012.11 – 2017.11 (5 years) 
Executing agency: Ministry of Industry and Handicraft(MIH)

Target beneficiaries: Department of Potable Water 
Supply (DPWS) of MIH, and the waterworks in 8 
targeted provinces (TPWs) (Siem Reap, Battambang, 
Preah Sihanuk, Kampot, Kampong Cham, Kampong 
Thom, Pursat, and Svay Rieng. 

1. Summary of Findings

 Launched in November 2012, the “Project on Capacity Building for Urban Water Supply System in5 
Cambodia (Phase 3) “ made a certain progress toward achieving its primary objective of building6 
capacity of 8 TPWs to manage water supply stably and sustainably.7 

8 
 Several noteworthy outcomes are observed in the first half of the implementation, especially in9 

making the financial data of the TPWs credible. More outcomes are likely to be produced in the10 
second half, including the preparation of mid-term financial management plan (”the Business Plan”)11 
and a draft Water Supply Act. The pace of implementation, however, has been slower than initially12 
planned (see“4.Bottlenecks and Challenges”), calling for the acceleration of progress in second half13 
of the Project. The summary of progress is shown in “5. Achievement of the Project”.14 

15 
 The Review Team found that the design of the Project as appropriate, and if implemented without16 

further delay, the Project is likely to produce expected results and good impacts on Cambodia’s water17 
supply sector. The challenge for short-term is to ensure efficient implementation of activities in the18 
second half, and for long-term to ensure sustainability by establishing a system within which TPWs19 
can utilise the knowledge from this Project, by clarifying the role of MIH and by utilising the20 
Business Plan as a tool for sustainable management and for fund-raising.21 

22 
23 

2. Key (expected) outcomes

 TPWs’ financial data is more credible, through the Project activities to thoroughly review,24 
reorganise and update basic customer and financial information at each 8TPW.25 

 7 out of 8 TPWs now have single-year net profit. 7 out of 8 had net loss before the launch of the26 
Project.27 

 Evidence-based financial planning will be possible with the creation of multi-year Business Plan,28 
based on which MIH and TPWs can present TPWs’ financial demands to Ministry of Economic and29 
Finance （MEF） and to development partners.30 

 Water Supply Act will be drafted. The Act will make possible the conservation of the source of water31 
supply, the establishment of water quality standard, the method for calculating water price, the rules32 
for punishing the damage on water supply infrastructure; and the water supply operation under the33 
rule of law.34 

35 

36 

37 
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3. Success factors

 Appropriate focus and sequencing of activities. Inclusion of PPWSA found also effective in38 
facilitating the skills transfer and building the capacity of PPWSA staff themselves.39 

 “Provincial Tours”/leadership of project management, providing good complementary efforts that40 
boost skills and motivation of the TPWs.41 

 Capacity of TPWs, backed by their interest, motivation, confidence and initiative.42 

 Financial impact of JICA’s recent assistance, such as Japan’s grant aid for infrastructure43 
development for Pursat, Sihanukville, Battambang and Kompong Cham.44 

45 
46 

4. Bottlenecks and Challenges

 Delay in implementation as a result of the National Assembly Elections in 2013.The Election47 
slowed the overall progress of activities.48 

 Reform of government ministries and the birth of MIH changed the counterpart staff of this Project,49 
which slowed the progress and caused delay in some inputs such as the Comprehensive Business50 
Management System (“the System”).51 

 The shortage of Project’s coordination capacity and of human resources at MIH made information-52 
sharing difficult among Japanese experts, MIH and TPWs.53 

 Lack of common understanding about the CIFRS among MEF/National Accounting Council54 
(NAC), MIH’s Accounting Department, Provincial Department of Industry and Handicraft (DIH) and55 
TPWs.56 

 Disparity in the capacity, ownership, and interest of 8 TPWs. The delay of activities in some TPWs57 
may leave several PDM indicators unattained.58 

59 
 60 

5. Achievement of the Project 61 

62 

Progress   (✔) complete or almost complete  ( - ) activity on-going 

Output 1  

Preparation for 
Business Plan  

 Customer ledger were reviewed and updated.
 Asset ledger were reviewed and updated, but the quality-check is necessary for the

work of some TPWs.
- Work is in progress for all TPWs to shift from existing accounting standard to the new 

CIFRS. The need is felt by TPWs for more training and the formal assurance from
MEF that CIFRS is consistent with their accounting/audit policies.

- The procurement of the System to manage the customer, asset and accounting data 
being delayed. Output 1 is considered complete only when the System is installed
within the cooperation period.

Output 2 

Preparation of 
Business Plan 

- Introductory training is complete, but most of the OJT are yet to be held in 2016. 
Better schedule management is needed to allow no further delay in the second half.  

- The concept of the Business Plan and the preparation schedule need to be more 
specific and be informed to stakeholders. 

Output 3 

Monitoring of 
Business Plan 

- Activities are to commence after Output 2. If the preparation of the Business Plan 
under Output 2 picks up the pace, several advanced TPWs are likely to start the 
monitoring in 2017.  Regular monitoring of annual plan has been initiated by several 
TPWs.   
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Output 4 

Capacity building 
for MIH to assess 
TPWs’ 
performance 

 More comprehensive Benchmarking Indicators, including 25 Performance Indicators
(PIs), will be selected to monitor TPWs’ performance. By the end of 2015, MIH will
send formal instruction for TPWs to start the PI monitoring.

- MIH’s capacity to monitor the PIs and the Business Plan will be assessed by Project 
Director and Japanese experts, through the Provincial Tours held in the second half of
the Project. There is a need to specify which specific MIH staff be involved in this
activity.

- Draft Water Supply Act is to be presented in early 2016. Need discussion with MIH to 
clarify how the information on the draft should be shared with stakeholders and
whether and how the Project should play a role after the draft is complete.

Output 5 
Better human 
resource 
development and 
management at 
TPWs 

 Review and updated of job descriptions, organisational chart and roles and
responsibilities are complete for the most of TPWs. Clear job descriptions have
helped hold the staff responsible for their assignments, resulting in the reduction of
Non-revenue water and in other positive financial effects.
The Review Team suggests that further activities for Output 5 be carried out through
the Provincial Tours and through experience-sharing events among TPWs.

Project Purpose* 

Stable and 
sustainable water 
supply 
management  

The Project Purpose will be assessed against following 3 key indicators in the PDM. If the 
pace of implementation catches up through better project management in the second half, the 
Project Purpose is likely to be achieved.    

- The preparation and monitoring of the Business Plan: whether this indicator will be 
achieved depends on the pace of implementation in the second half. The Review 
Team recognises and accepts the difference in the pace of implementation from one 
TPW to another.   

 PI monitoring: expected to start in 2016. There is a need to specify the form of
monitoring/reporting.  

- Improvement of the performance of TPWs, through on-site efforts1: Formal evaluation 
will be only after the PI monitoring starts. Nevertheless, the Review Team anticipates 
that this Indicator will be achieved, because the improvement in the TPWs’ 
performance is visible in the PI monitoring record collected by the Project in 2012-
2014.   

Overall Goal** 
Improved water 
supply services 

The Overall Goal cannot be assessed. The two indicators of the Goal need reviewing, because 
their relationship with the project activities is difficult to assess.  

(*) The primary objective of the Project, to be achieved by the end of the cooperation in November 2017 63 
(**) The goal to be achieved through the impact of this Project, 3-5 years after the cooperation 64 

65 
66 

6. Evaluation results

(High/Relatively High /Moderate/Low or “NA (=too early to assess)”

Criteria Definition Evaluation Results 

RELEVANCE 

Whether project design 
is relevant to policies 
and the needs of target 
beneficiaries. 

HIGH 
 The Project’s objective consistent with National Strategic Development Plan

(NSDP), Cambodian Millennium Development Goals (CMDG), related prakas, 
Japan’s assistance policy and its comparative advantage.  

 Focus of activities relevant to Cambodia’s needs for improving access to water in
urban areas, and appropriately provide solutions to key challenges shown in NSDP. 

 Project design found appropriate, targeting the commercially-importance provinces
and those familiar with development partner assistance. Output 1-4 has a good 
sequencing, making it easy for stakeholders to understand the relationship between 

1 In light of the purpose of the Project’s activities, the Review Team suggests that Indicator 3 be changed from “Each performance at 
all TPWs is improved through on-site efforts compared to ones of 2013” to “Performance at all TPWs is improved as compared to 
2013, using the PIs as a tool”. 
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each Output. 

EFFICIENCY 

Whether the use of 
inputs and the 
implementation of 
activities were 
efficient to promote 
the progress of 
activities and produce 
Outputs. 

MODERATE 
 Project Director, most of TPWs and Japanese experts have shown commitment to

the Project and made good efforts to utilise existing knowledge and resource (cf.
PPWSA, the knowledge of previous/other JICA projects, cooperation with Asian
Development Bank (ADB) / Water and Sanitation Program (WSP) etc).

 The progress of activities in the first half was somewhat limited and disrupted,
calling for better schedule management in the second half.
Main reasons for delay: 1) National Assembly Election in 2013, 2) the reform of
government ministries and the change/shortage of MIH counterpart staff; 3) the
increase in the volume of activities, such as the preparation of Water Supply Act;
and 4) other issues such as the short, inflexible assignment of Japanese experts.
Moreover, the short-term experts change every time they come. These all together
slowed/disrupted the progress.

EFFECTIVENESS 

Whether primary 
project purpose is likely 
to be achieved.  

NA (too early to assess) 
 Effectiveness will be high if every stakeholder – especially the Japanese experts,

TPWs and MIH counterpart staff - accelerate their activities in the second half.
 Activities to date produced some noteworthy outcomes. Financial data of the TPWs

is now more credible than ever, and the practice of TPWs was standardised through
the creation of Standard Operating Procedures (SOPs). The revenue of 7 of 8 TPWs
showed single-year net profit in 2014 as compared to 7 of 8 having net loss in 2011.

 Key factors that contributed to the achievements may include: the supervision of
TPWs through Provincial Tours providing good complementary efforts to the
project activities and boosting the skills and motivation of the TPWs; the capacity of
TPWs backed by their interest, motivation, confidence and initiative; and JICA’s
recent grant aid for some TPWs. Bottlenecks are the disparity of capacity and
motivation of some TPWs which may delay the progress, and the shortage of
Project’s coordination capacity and of human resources at MIH to coordinate the
project activities.

IMPACT 
Whether the Overall 
Goal in the PDM will 
be achieved/ whether 
any spill-over effect is 
produced from this 
Project. 

NA (unknown) 
 Overall Goal cannot be assessed, because the two indicators of the Goal need

reviewing.
 It is too early to expect spill-over effects. There are, however, expected future

effects such as the following: 1) the trained TPWs serve as water sector resource
persons and boost the skills of other public/private operators; 2) as a result of the
project activities, the need for strengthening the MIH’s organisational capacity has
been felt more strongly; and 3) the Water Supply Act to be prepared by the Project
will make possible the conservation of the source of water supply, the establishment
of water quality standard, the rules for punishing the damage on water supply
infrastructure, the establishment of method for calculating water price, and the water
supply operation under the rule of law.
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SUSTAINABILITY 

Whether the activities 
and the outcomes of this 
Project are sustainable. 

NA (too early to assess)         
While it is too early to assess the sustainability of the Project’s outcomes, it appear to 
depend on whether: 

 Further efforts will be made by the Project to engage the TPWs more actively in
the capacity building (e.g. assign case studies for each TPW and have them
present the results regularly);

 MIH will play its expected role aligned with the policies stipulated in the
NSDP(2014-2018);

 Development partners, including JICA, continue their support to strengthen the
governance of Cambodia’s water sector;

 Ownership of TPWs will be sustained during and after the Project;
 The TPWs become able to explain their financial needs based on evidence;
 A system will be in place at each TPW, where the skills and practice gained from

this Project are shared among the staff and are integrated into their routine;
 Development partners will support TPWs’ Business Plans;
 The enactment of Water Supply Act will be accompanied by relevant rules to

manage activities of the private water supply operators, and
 Appropriate tariff will be set and applied in each province.

67 
68 
69 

7. Recommendations
 70 
The Review Team recommends that the Project undertake the following: 71 

72 
 73 

7.1 Improve the management of activities.  74 

Recommended actions Persons in charge of the 
actions  

1) Accelerate the pace of implementation, through the following actions:

 Clarify and inform to all TPWs the schedule and the details of future
activities, including the concept of the Business Plan. Also ensure
that roles and responsibilities among stakeholders are clear and the
activities are implemented according to the schedule.

MIH, TPWs and 
Japanese experts 

 Increase the inputs of Japanese and/or Cambodian experts to carry
out the project activities without delay.

JICA 

 Ensure that the first-runner TPWs will assist the other TPWs to
accelerate the progress of their activities.

MIH, TPWs and 
Japanese experts 

 Follow up on the quality of Asset Ledgers and asset management
list prepared by TPWs, and promote understanding and the use of
these lists.

Japanese experts 

 Start the procurement and the installation of the System as early as
possible.

Japanese experts 

 Ensure further cooperation with MEF, MIH’s accounting
department and DIH, to help TPWs shift to the CIFRS as early as
possible based on the MIH’s policy to enforce the use of CIFRS to
all the public and private water supply operators.

MIH, TPWs and 
Japanese experts 

 Accelerate the process of preparing the draft Water Supply Act. MIH and Japanese 
experts 

2) Continue the supervision of TPWs through the Provincial Tours, and
ensure that the timing of key project activities and that of the Tours are
synchronised.

MIH and Japanese 
experts 

3) Designate a focal point for each TPW, have him/her responsible for TPWs 
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communicating with the Project, and regularly reporting the results to the 
directors of their TPWs.  

4) Engage TPWs more actively in the capacity-development events
organised by the Project, such as regular submission/presentation of
assignments and the participation to the experience-sharing events

TPWs and Japanese 
experts 

5) Increase the dialogue with DPWS. MIH/DPWS and 
Japanese experts 

6) Regularly report the progress of activities to the MIH management. MIH/DPWS, TPWs and 
Japanese experts 

75 
76 

7.2 Elaborate/revise the PDM activities and indicators. 77 

Recommended actions Persons in charge of the 
actions  

1) In light of the objective of this Project, revise the following:

 The indicators for Overall Goals.
 The Project Purpose Indicator 3, from “Each performance at all

TPWs is improved through on-site efforts compared to ones of
2013” to “Performance at all TPWs is improved as compared to
2013, using the PIs as a tool”.

 The activities for Output 4.The indicators and activities for Output
5.

 Add Important Assumption for Overall Goal, such as “no
significant change occurs in economic and political situation in
Cambodia”.

The preparation of draft 
by Japanese experts in 
consultation with MIH 
and TPWs. 

2) Determine the details of the seminar to be held under Output Indicator
2-2. MIH and Japanese experts

3) Clarify the method of monitoring and reporting of the PIs. MIH and Japanese experts

4) Clarify how the information on the draft Water Supply Act should be
shared with both internal and external stakeholders and whether and
how the Japanese experts should play a role after the draft is complete.

MIH and Japanese experts

5) Agree among stakeholders on when and how the attainment of Overall
Goal Indicator should be assessed by whom.

MIH, TPWs and Japanese 
experts      

78 
79 

7.3 Ensure wider impacts and sustainability. 80 

Recommended actions Persons in charge of the 
actions  

1) Continuously promote TPWs’ understanding on the importance of water
supply management.

MIH and Japanese 
experts 

2) Establish a network among TPWs to facilitate the skills transfer and the
exchange of experiences among them. MIH and TPWs 

3) When the Business Plan is prepared, utilise it fully for sustainable
financial management and for fund-raising. MIH and TPWs 

4) Promote the public relations activities to raise awareness of development
partners and other potential investors of water supply.

TPWs, MIH and 
Japanese experts 

5) After the completion of the Project, continue the support from the first-
runner TPWs to the other TPWs. MIH and TPWs 

81 
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別添4

質問票回答結果（概要）

平成27年6月4日

１．調査の概要

目的 現地調査に先立ち、プロジェクト活動に対するＣＰの意見、活動毎・ＴＰＷ毎の関心・懸念の違いを把握する。

回答者
産業手工業省（Ｍｉｎｉｓｔｒｙ of Industry and Handicraft)　のＣＰ1名、プロジェクトに参加する８の地方水道局（公社）（Targeted Provincial
Waterworks: TPW)から各1名、合計9名のＣＰを対象に実施。

方法
●　１）プロジェクトの運営や関係者間のコミュニケーションに関する質問（11問）と、2）PDMの活動や指標について、現状やＣＰの満足
度、課題等を確認する質問（ＭＩＨに１０問、ＴＰＷに9問）を用いて、選択肢と記述式を組み合わせた調査を実施。

●　選択式の質問について、先方の意見や評価を問う場合は主に「大変よい」「ある程度よい」「どちらともいえない/場合・人による」「あ
まり、または全く満足していない」の4段階の選択肢を、実績を問う場合は「Ｙｅｓ」「Ｎｏ」を用いるなど、可能な限り質問方法を統一した。4
段階の選択肢とした理由は、評価報告書でＯＥＣＤの5項目の基準を用いた質的評価を行う際、そのレーティングを同じく4段階としてい
るためである。

留意事項
●　PDMを元に質問を作成した日本側と、現場での作業経験から回答するＣＰとで、多少案件の理解や用語の解釈に違いがあり、一部
の質問に回答が得られなかった。質問票調査に常に付随する課題である。

●　記述式の回答について、クメール語の回答の英訳が一部不明確であった。これらの理由から、質問票回答自体を評価に直接引用
するのではなく、現地調査に先立つ意見の聴取と位置付けることが有用と判断した。

２．回答の概要

2.1　選択式回答の結果概要

　　1）　プロジェクトの運営・関係者とのコミュニケーションに関する回答（概要）

●　自己のプロジェクトに対する理解度や参加度、関係者間のコミュニケーションについて、ＣＰは総じて高い満足度を示し
ている（３つの関連する質問に対し4段階評価で回答を得た結果、8ＴＰＷの回答は平均で1.29、ＭＩＨは2）。

●　「プロジェクトは大変よく運営管理されている」というのが9名の回答者全員の見解。

●ＣＰ同士、そして専門家とのコミュニケーションについても、回答者の88%（9中8）が「良好」と回答。

●ＴＰＷ毎の意見にはやや差異がある。プルサット州は関係者とのコミュニケーションを「人によっては」容易と回答。コンポ
ンチャム・プルサット・スバイリエンは専門家のスキルに対する満足度を「人による」としている。

●　ＰＤＭやＰＯに沿って活動が実施されているかについて、69%（9中6）はＹｅｓと回答しているが、ＰＯ等の用語について必
ずしも理解が一致していない模様。

　　２）　プロジェクトの実績に関する理解・評価

●　活動の進捗や成果に対するＴＰＷの評価は4段階で平均2.25（８中６名が「2」、2名が「3（活動によって満足）と回答）。Ｍ
ＩＨは大変満足としており、総じて一定程度の評価が得られている。

●　プロ目達成達成の可能性については、回答者9名中2名は「大変高い」、5名は「ある程度高い」、残る1名が「後半の進
捗による」と回答。現在のプロジェクトの設計がプロ目を達成するのに適切かという回答に対し、「適切（designed very
well）」が9名中１、「ある程度（satisfactory)」が6、「内容による」が1。ＴＰＷ別には、コンポントムやプルサットの評価が他よりや
や低い。

●　成果1～5の各指標の達成の見込みを、「予定通り達成見込み」「遅れるが協力期間内に達成」「協力終了後達成」「達
成は見込まれない」の４つから選択を依頼した。

その結果８ＴＰＷについては、成果１については概ね計画通りに、成果３～５については一部遅延も見込まれるが協力期間
内に達成可能とする意見が大半であった。成果２の中長期経営計画の策定については回答者全員が遅延を認識している
が、シエムリアップ・バッタンバン・カンポット・コンポントムは協力期間内に達成可能と考えている。ＭＩＨは、成果指標1-2、
1-3、2-1、2-2を「達成の見込みなし」と回答しており、認識の違いを現地で確認する必要がある。

2.2　記述式回答の結果概要

●　ＴＰＷが指標を達成する上で課題と感じている項目は、以下に大別される。
　①　能力のある人材の不足（対策：適切な職員の選定、人材育成の継続）
　②　研修の効率的な実施と継続（対策：研修後の能力測定、研修知識の業務への活用、
　　　　現場研修の強化、ＳＯＰに関する定期研修の実施）
　③　管理職のコミットや支援（管理職から担当職員への激励・支援）
　④　その他（法的枠組みの欠如等）

●　今後成果を持続・普及させる上での課題は、大きくハード面でとソフト面に分けられる。
　　【ハード面の課題】
　　機材やパイプの老朽化と、それに付随する無収水対策。良質の水の提供、乾季の水不足等、
　　自然条件にも関連する課題も挙げられた。
　　【ソフト面での課題】
　　関係者間の協力（情報共有、講師と受講者の協力）、研修（研修教材の取りまとめと活用、受講者
　　の適切な選定）、その他（法的枠組みの欠如、業務の継続的見直し、ＣＩＦＲＳに則った収支管理）

●　研修の実施方法については、以下のような具体的な意見が寄せられた。
具体的には「研修数が少ない・期間が短い」「研修時にクメール語通訳を入れれば、プロジェクト実施への理解が向上する」
「TPW間のスタディーツアーや情報交換をより促進すべき」「研修教材のクメール語を作成すべき」等。
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Project on Capacity Building for 
Urban Water Supply System in Cambodia (Phase 3) 

Focus Group Discussion with 8 targeted provincial waterworks 
25 June 2015 @ JICA Cambodia Office 

Session 1 (09:15-11:15) 

Discussion questions 1: “What role do TPWs expect to project stakeholders?” 
 Japanese experts
 PPWSA experts
 MIH
 First-runner TPWs

Discussion questions 2: “Is the project design appropriate? “ 
 How a mid/long-term financial management plan should look like?
 If we can add an activity related to human resource management, what would you

like to do?

Session 2 (13:00-15:00)  

Discussion questions: 

1. Communication among stakeholders-1: are all TPWs able to designate a focal point?
Will that work? 
 Appointing an official focal point is a good idea.  Focal point can coordinate also

for other JICA projects. 
 Language is a constraint – translation of as many project documents in Khmer as

possible will be effective.  
 Focal points should have a clearly defined roles and responsibilities, and regularly

report to Directors.  
 Focal points can copy the management in the communication with the Project.
 Two channels of communication should go in parallel - formal communication

through MIH, and informal, directly to each TPW.
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2. Communication among stakeholders-2: what else can we do to increase
communication and information-sharing? 
 Project will define and share with TPW the annual training plan/key activities well

in advance and carry out the training accordingly. 
 The Project will increase, to the extent possible, the networking opportunities

through the exchange of visits among TPWs. 

3. MIH: what specific role can MIH play to ensure communication among stakeholders?

 MIH is expected to serve as a bridge of horizontal communication involving
different public institutions 

 Given the critical role played by DPWS, strengthen the Projectʼs cooperation with
MIHʼs DPWS, by having a focal point unit established within DPWS 

4. If we are to add activities related to human resource management, what activities do
we want to add?

The topics of interest are:  
 How to recruit and retain young and good staff when TPWs cannot provide good

benefit
 Performance evaluation of (senior) staff and reward system
 Long-term training in Cambodia (4-6 months) for specific staff, rather than having

many short training for many staff
 Promotion of contract staff
 Appropriate staffing – both in number and in skill set
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カンボジア水道人材育成プロジェクト（フェーズ３）　中間レビュー調査

PDM指標に対するTPW別活動の進捗

（各TPWとの聞き取りに基づく） 2015年7月現在

顧客台帳・資産台帳の更新 CIFRSへの移行 ビジネス・プランの作成とモニタリング PIのモニタリング 人材開発にかかる分析作業と改善 その他の情報

PDMの指標 1-1 & 1-2 1-3 2-1 & 3-1 4-1 5-1 & 5-2

【参考】
専門家による業務評価

(2015年3月時点）

B＋
（ただし最終評定は次回のプロビン

シャル・ツアーで実施）

「会計・財務」「NRW管理」はそ
れぞれ「A-」　「A」と高く、無償
による浄水施設の建設で高い
効果が得られるものと評価。資
産管理とO&Mに一部課題がみ
られるが、業務管理は概ね良
好。

A

プロビンシャル・ツアーで指導さ
れた各管理項目について作業
部会が立ち上げられるなど、新
総裁の下で精力的に業務改善
に取り組んでいる。ファースト・ラ
ンナーとして、他のTPWに先行
して活動を進めるべき。

C- 

どの評価対象項目においても
改善がみられない。バッタンバ
ンに対してはJICAが無償や技
術協力を実施してきた他、人口
増加率の高いなど、事業に対し
大きなリターンを得られる利点も
ある。この利点を生かし、業務効
率化に向け一層努力すべし。

A‐

課題も見受けられるが、総じて
業務管理は良好。他のTPWに
先行して2015年に研修が実施
されれば、他州を研修する
ファースト・ランナーになりえる。

B- 

会計・O&M・資産管理が他の
TPWと比較して弱い。これらは
持続的な給水管理に必須であ
るところ、職務分掌の改定を通
じてこれらの能力の向上を図る
必要がある。

●時間の制限で入手できる情報は限られたが、プロジェクトの運
営やのコミュニケーションのあり方に対して改善の余地ありと感じ
ている模様。
●　職員の給水事業にかかる能力が強化されたことは成果として
認めつつも、プロジェクトの問題への対処が遅い（例：メーターの
交換について相談したが、対応を得るまで時間がかかる）、規模
の大きいTPWにばかり注目するといった点を不満に感じているよう
である。
●プロジェクトが協力後半、流量計の交換等を計画していることに
関して、もしプロジェクトで配管等の修理に対応してもらえる場合、
職員の教育のために、修理の場に立ち合わせてもらいたい旨、先
方から依頼あり。

スバイリエン

顧客台帳の精査は完了し、毎年更新
している。資産リストも作成し随時更
新しており、これにより情報の所在が
明確になり、TPWの商業部門の業務
改善が図られた。他方で資産リストに
ついては、適切な減価償却率を適用
しているか確信がない。リストは作成
し、大変有用と感じているものの、質
の充実には更なる研修が必要。

●　CIFRSへの移行は実施していな
い。研修を受け試みはしたものの、２週
間の研修で実施するのは困難。
●　システムもまだ導入されていない。
「システムを使ってほしい」と圧力をか
ける割には、2014年末の研修でシステ
ムの導入とOJTが約束されてから音沙
汰がない。
●新しい会計基準に移行するには
OJTが必要で、今後の研修予定も知り
たい。また毎年監査にくるMEFの職員
自身が承知していないと困る。

プロジェクト以前から、3年投資計画は作
成している（注：コンポントムTPWによれ
ば、この計画はDIHが作成しているとの
こと）。プロジェクトで中長期計画の策定
に関する研修は受けたが、この研修に
基づいた計画の策定はしていない。

2015年3月のJCCで、今後PIのモニタリ
ングが必要である旨は聞いた。しかし
その際、方程式の見直しの必要性が
議論され、その後PIに関する議論がど
う進捗しているかは承知していない。

• プロジェクトから提供されたフォーマットに基づき、業
務・職務分掌を作成した。職員の責任関係が明確に
なり、大変役立つ活動であったと感じている。その結
果NRWや施設の修理費用の削減が図られた。

●　プロジェクトの研修で、バッタンバンにおける業務全般と、資
産・顧客情報の管理の改善が図られたと感じている。しかし自分
達の作業が適切に行われているかについてプロジェクトのフォ
ローアップを求めている。またMEFの監査担当者がCIFRSを承知
していない現状についても説明があった。
●　中長期計画については当初、「5年間の計画策定が7割方完
了している」と説明があったが、計画案の提示を求めるとこれを拒
み、詰まるところ作成していないとのことであった。
●　バッタンバンは2014年には14%であった無収水率を2015年に
は11%まで削減しており、「現場力強化」における評価においても、
かかる努力を認識してほしかったとの由。

コンポンチャム

顧客台帳の精査・更新、プロジェクト
のフォーマットを使用した資産台帳の
更新は完了。しかし新しいフォーマッ
トは既存のものより内訳が詳細である
ため、資産台帳の更新を課題である
と感じている。

現在CIFRSに沿ってデータを更新して
いるが、これを完了するには更なる研
修が必要。プロジェクトが最初に実施し
たCIFRS研修は、TPWが自分達でその
後移行作業を実施するには不十分な
内容であった。またMIH会計部にも、
CIFRSへの移行についてプロジェクト
から情報共有を行ってほしい。

現時点では年次計画した策定していな
い。プロジェクトから初歩的な研修を受け
たが、独自で計画を策定するには内容と
して不十分であった。

本プロジェクトでPIが選択されることは
承知していなかったが、州政府やMIH
に対して類似の業務指標を定期的に
報告しているので、プロジェクトに対し
PIの年次報告を行うことは問題ない。

プロジェクト活動の一環で行った組織図や業務分掌
の改定に加えて業務サイクルを見直すなど、様々な
人材管理改革を実施している。特に職務分掌の明確
化は各職員の責任範囲を確定し、NRWの削減や収
支の向上に貢献している。

●　業務や財政の改善に対する管理職・職員のモチベーションが
高く、また行動力がある。成果を出す上で特に人事管理・業績管
理が重要であるという認識を持って業務に臨んでいる。
●　TPW毎の能力の違いの原因について意見を求めた際、TPW
と州の工業・手工芸局（DIH)がお互いの業務や権限の領域を尊
重しあっているか、また職員の業績を可視化しているかがTPWの
業績向上に重要であるとのコメントを得た。日本から無償資金を得
たことも、モチベーションの向上につながっているとの由。
●　他のTPW同様、コンポンチャムからも、CIFRSや中長期計画策
定に関する研修の強化、MEFやMIH会計部とのCIFRSに関する情
報共有の必要性が言及された。

バッタンバン

顧客台帳の精査・更新、プロジェクト
のフォーマットを使用した資産台帳の
更新は完了したが、自分達の作業の
質に不安を感じる。またシステムを早
急に導入してほしい。

CIFRSに沿ってデータの準備を始めた
が、CIFRSに移行する目的を理解でき
ない。移行がMEFの方針と合致するこ
とを確認するため、プロジェクトに対し
MEFからの参加を得てほしい。また
CIFRS移行に関しても、プロジェクトに
自分たちの作業の質を確認してほし
い。

これまで、旧MIMEが作成した2008‐2022
年の長期財政計画を元に年次計画を作
成してきた。今後中長期計画を策定する
のであれば、プロジェクトから更なる支援
が必要。

同上

組織図・業務分掌・職務分掌はプロジェクトから提供さ
れたフォーマットに従って作成・更新済み。職務分掌
の明確化は特に有用と感じる。PDMで求められる
ギャップ分析は行っていないが、職員の業績評価や
人材ニーズの査定は、通常業務で定期的に実施して
いる。

職員は活動の内容やビジネス・プランを作成することの重要性を
十分理解しており、プロジェクトの指導に従って必要な作業を実施
している。左記以外に職員から挙げられた所感は以下の通り。

●　活動実施のスケジュールやTPWへの期待について、プロジェ
クトからの情報共有が不足している。キャッシュ・フローやCIFRSの
研修の増加が職員からリクエストされるのは、今後の研修予定を承
知していないことも一因。
●　よい成果を残した職員を報いるインセンティブ・システムの導
入が活動の推進に有用。
●　プロビンシャル・ツアー・日本の他の協力・PPWSAの参加は、
TPWのモチベーション向上に貢献。

シエムリアップ

●　顧客台帳の精査・更新、プロジェ
クトのフォーマットを使用した資産台
帳の更新は完了。これらの更新を終
えたら次に何をすべきなのか、より明
確な指示が欲しい。
●　総合事務管理システムの導入が
完了すれば指標は達成される。しか
しシステムの導入スケジュールを明
確にしてほしい。

CIFRSの導入は、システムの有無にか
かわらず2015年中旬に実行する。以降
完了後、CIFRSに沿って財務諸表を作
成すれば指標は達成できる。

現時点では、年次財務計画しか作成し
ていない。今後研修が強化され、プロ
ジェクトからより積極的な後押しがあれ
ば、中期計画策定を速やかに開始する
用意はある。

同上

日本人専門家から2013年、組織図や業務文書のサン
プルやフォーマットの提供を受けたが、内部で既存の
フォームがあるため、使用していない。またその頃専
門家の受け入れを担当した職員がプノンペンに配属
になったため、活動の詳細を把握していない。しかし
職務分掌の見直しは（プロジェクトとは関係なく独自
で）行い、近々理事会で承認される予定。

管理職・職員共に活動の進捗を十分理解しており、プロジェクトに
対し具体的な提案を行うことができる。プロジェクト活動で資産
データが精査されたことを評価しており、また他のTPWに対するモ
デルケースとなる意志を有している。他方で職員が感じる本プロ
ジェクト課題は以下の通り。

●　システムの早期に導入
●　CIFRSへの移行方法に関する、TPW共通の方針の欠如
●　資産リスト・システム・CIFRS導入の議論に対するMEFの参加
の不足
●　活動の目的や実施工程に関する情報共有の不足
●　プロジェクト運営に関するMIHとの調整の不足

カンポット

顧客台帳の精査・更新、プロジェクト
のフォーマットを使用した資産台帳の
更新は完了。台帳は随時更新されて
おり、総合事務管理システムの導入
が完了すれば指標は達成される見込
み。

損益計算書とバランスシートはCIFRS
に移行済み。キャッシュフロー表につ
いては、更なる研修が必要（注：プロ
ジェクトによる研修は2015年12月を予
定）

ビジネス・プランのうち、施設拡張計画や
維持管理計画はこれまでの研修の知識
で作成が可能。しかし指標の達成には、
費用の予測について更なる研修が必
要。

（まだPIの最終版がTPWに共有されて
いないため）PIの存在や、これをモニ
ターすることが活動に含まれることは承
知していない。

組織図・業務分掌・職務分掌はプロジェクトから提供さ
れたフォーマットに従って作成・更新済み。現状と理
想とのギャップ分析は実施していないが、日本人専門
家や、プロビンシャル・ツアー時のMIHからの助言を
受け、職員の役割分担の見直し・改善を実施した。
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顧客台帳・資産台帳の更新 CIFRSへの移行 ビジネス・プランの作成とモニタリング PIのモニタリング 人材開発にかかる分析作業と改善 その他の情報

PDMの指標 1-1 & 1-2 1-3 2-1 & 3-1 4-1 5-1 & 5-2

C+

会計とO&Mが他州と比較して今
だに弱く、資産管理リストの活用
に関して継続的な指導が必要
な状態。他方で配水管理部門
に大きな改善がみられている。
プロジェクトは今後、資機材の
交換と施設拡張計画の策定に
注視した指導を行う予定。

B-

会計・O＆M・資産管理が他の
TPWと比較して弱い。これらは
持続的な給水管理に必須であ
るところ、職務分掌の改定を通
じてこれらの能力の向上を図る
必要がある。

B-
（ただし最終評定は次回のプロビン

シャル・ツーで実施）

「会計財務」「資産管理」は「A」、
NRWは「B」だがTPW自身問題
点は理解している。他方ANCO
が管理する地区の水質管理に
問題がみられる。

活動進捗の総評
（指標別）

●　顧客台帳の精査・更新は全TPW
で終了。
●　資産台帳の更新も実施されてい
るが、TPWにとって必ずしも容易な作
業ではないため、プロジェクトのフォ
ローアップが必要。重要な資料はク
メール語訳に。
●　システムの早期導入は必須。

●　CIFRSへの移行については、１）移
行を実施する技能の不足、２）CIFRSの
移行についてMEFやMIH関係者の共
通認識が醸成されていなことに端を発
するTPWのモチベーション不足の２つ
が課題。
●　１）については研修の強化、２）に
ついては関係省や部局との協力が必
要。

●　初歩的な研修は実施されたものの、
まだ計画策定の作業はどこのTPWにお
いても開始されていないのが現状。
●　一部のTPWについては計画の策定
をプロジェクト活動と認識しておらず、
TPWに求める作業の内容や、計画のコ
ンセプトを明確にし、関係者と共有する
ことが必要。

PIがまだ共有されていないため、具体
的な議論は実施できなかった。しかし
TPWはこれまでにも類似の指標のモ
ニタリングを実施してきた経験があるこ
とから、指標の達成は可能と思われ
る。

●　組織図・業務分掌・職務分掌の見直しはほとんど
のTPWで実施されている。またこの作業を通し役割分
担の明確化が図られ、これが収益向上に繋がる事例
も確認された。
●　組織図等の見直しは実施されたが、その後の作
業工程がTPWに明確に示されていないため、指標5
－1のギャップ分析等を行う必要性や、これを誰がど
のように実施するのかを関係者が把握していない。
●　指標5－2について、人事評価や人材ニーズの査
定は、各TPWとも通常業務の一環で行っている。その
ため通常業務の成果とプロジェクト活動の成果とを区
別することが困難。

聞き取りの結果、総じてTPWに共通する成果・課題は以下の通
り。

【成果】
●　資産データが精査・更新で、現状の把握と将来の支出計画策
定が容易になった。
●　職務分掌の見直しとSOPの実施が、業務改善に貢献。
●　プロビンシャル・ツアーはTPWのモチベーション向上に有用。
●　PPWSAの活用の有用性

【課題】
●　プロジェクト活動に関する関係者間情報共有の不足
●　CIFRS導入の議論に対するMEF等関係機関の参加の不足
●　研修の不足
●　システム導入の遅延　等

時間の制約により、同TPWの意向や能力を必ずしも十分に聞き出
すことはできなかった。指標以外の活動について、先方から言及
があった事項は以下の通り。
●　プロビンシャル・ツアーは、TPWのモチベーション向上に大変
重要。長官がNRWの目標値を設定するので、否応なしに努力を
強いられる。またTPW内の部署毎の問題点の指摘も受ける。コン
ポントムではツアーの指導が収支改善に役立った。
●　プロジェクトの専門家からはPPWSA職員から十分な協力が得
られないと聞いたが、実際はプロジェクトとよく協力し、大変活躍し
てくれている。

シハヌークビル

自分達のTPWでも、顧客リストと資産
リストの更新は実施した。これにより、
将来の支出計画が立てやすくなっ
た。

現在CIFRSに沿って財務諸表を更新し
ている。更新に必要な情報は全て揃え
たが、CIFRSへの移行を正式に指示す
るMEFからのレターを待っている。レ
ターの発出については自分達からMIH
にはお願いしたが、MEFには直接話し
ていない。そのため毎年の決算はまだ
既存のシステムで行っている。

自分達のTPWでも、中長期計画の策定
がプロジェクトの目的だとは承知しておら
ず、複数年度の計画は策定していない。

(同上）
自分達のTPWでも、（成果５の）職務分掌等の見直し
は実施した。その結果各人の役割が明確になり、
NRWの削減につながった。

同席したコンポントムが多く発言したこと、時間の制約があったこと
に加え、参加者のもの静かな人柄もあり、同TPWの意向や能力を
必ずしも十分に聞き出すことはできなかった。

コンポントム

顧客台帳、資産リストは精査・更新済
み。ただし資産リストに細かい項目の
タイトルをつける作業が完了しておら
ず、現在廣渡専門家の協力で見直し
を行っている。費用の細かい内訳作
成は困難だが、費用の項目の詳細が
把握できれば支出計画の策定が可
能になるため、役立つ作業であると
は感じている。

（CIFRSについては直接的な言及はな
く、シハヌークビルの発言に同調）

中長期計画に関しては、まだプロジェク
トから研修を受けていない。またそのよう
な計画を策定することが本プロジェクトの
目的であったとも承知していなかった。
DIHが３年間の投資計画を策定している
が、我々TPWレベルではこれまで作成し
た経験がない。

（PIのモニタリングはまだどのTPWでも
開始していないこと、時間の制約が
あったことから、PIについては聞き取り
を実施していない）

職務分掌や組織図の見直しは実施済。作業を通じて
職員の役割が明確になり、責任感が増えたため、大
変有益であったと感じている。例えば今は漏水が確認
されれば、担当者が直ちに対応する。またポンプ等資
機材の維持管理の担当者に、適切なメンテを求める
ことができるようになった。

プルサット

●　活動の進捗はSvaｙ　Riengと同
じ。
●　資産リストを作成しているが、そ
れぞれの項目の意味が十分に理解
できない。プロジェクトから提供された
資産リストのフォームが英語であった
ため、OJTを受けても理解できなかっ
た。その後だいぶクメール語への翻
訳が進み、わかりやすくなった。

進捗はスバイリエンと同じ。

• （スバイリエンが言及した3年投投資計
画の件、プロジェクト活動にMEFの承認
や協力を得ることについて）我々の状況
や意見も同じだ。

（先方からコメントなし）

プロジェクトから提供されたフォーマットに基づき、業
務・職務分掌を作成した。職務分掌を見直すことで、
責任が規定され、収益の向上が図られた。（具体例を
求めると）これまでメーターを確認する担当者は、自分
の裁量で確認するメーター数を決めていた。今は決
められた個数の確認に責任を持たなければならな
い。

●発言の多いスバイリエンに気を使ってか、聞き取りにおいては
多くの意見を聴取することができなかった。
●プロジェクト活動の重要性は認識されており、機材の維持管理
を始めSOPで規定されている手順は全てこれに従っているとの説
明あり。SOPの実施を通じて修理費の削減と収益向上が図られた
他、無収水のSOP実施で時期を得て漏水対策を施すことが可能
になったことをプロジェクトの成果と感じている。
●課題として、提供されるフォームや研修教材が英語であることが
指摘され、これらをクメール語翻訳について提案があった。
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2015年 6月 30日 

PDM変更のポイント ～中間レビューの結果より～ 

 

主な変更点 

a. 上位目標の指標 （指標１、指標２） 

b. プロジェクト目標の指標 （指標３） 

c. 成果４、５の見直し 

d. 上位目目標への外部条件の追加 

e. 「財政管理計画」→「事業計画」への表現の変更 

 

具体的な変更内容とその理由は以下の通り。 
現行の PDM （下線部は変更対象箇所） 変更案と理由 

[上位目標] 対象 8州都の公営水道局(TPW)において、水道サービスが向上する 

1. TPW の給水普及率が改善される 

2. TPW の給水時間が改善される 

◎ 指標変更： 案「対象 TPW において顧客満足度が改善される」 

現在の 2 つの指標は、技プロの貢献よりも無償事業による影響が大きく、指標

として適切ではないと判断されるため。 

ベースライン： 8州都で実施したＧＩＳ調査（3000サンプル）による Q. 2-14 「総

合的な満足度」、2015年、2016年の 11月頃に実施し、2017年 5月の終了

時評価の題材として活用可能。 

◎ 外部条件の追加「経済政治状況が大きく変わらない、水道水源開発にか

かわる方針が大きく変わらない」 No significant change occurs in economic 

and political situation 

[プロジェクト目標] 全 TPW において、安定して持続的に水道事業を経営することができる 

1. TPW が水道事業の展望（方針）をデータや分析結果に基づいて説明できる 

2. 業務指標（PI）が明確になり、モニターされるようになる。 

3. 全ての TPW のパフォーマンスが、2013年に比べて現場の努力を通じて改善される。 

◎指標 3の変更 「全ての TPWにおいて PIをツールとして用いることで 2013年

に比べてパフォーマンスが改善される1」Performance at all TPWs is improved 

as compared to 2013, using the PIs as a tool 

「現場の努力を通じて」の定義があいまいとなっていたため、PI をモニタリングし、

その結果を受けた事業の改善が見られるかどうかを指標とする。 

[成果] 

1. TPW の中長期事業計画策定に必要な基礎情報を整備する能力が向上する 

 

                                                   
1 PI の結果に基づいて対応が必要な領域が判断され、何らかの改善活動が取られた結果、PIが改善されたことを基準とする。 
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1-1. 顧客台帳に最新情報が定期的に更新されている 

1-2. 資産台帳に最新の情報が定期的に更新されている 

1-3. カンボジア国際会計基準（CIFRS）に則って毎年財務諸表が作成される 

[活動] 

1-1 顧客台帳を整備する  

1-2 資産台帳を整備する  

1-3 カンボジア国際会計基準（CIFRS)に沿った財務諸表を作成する（貸借対照表（B/S）、損益計

算書（P/L）、キャッシュフロー（C/F）） 

 

 

2. TPW において、中長期事業計画の策定能力が向上する 

2-1. TPW が中長期事業計画を策定し、改定できるようになる 

2-2. 中長期事業計画の策定に関するセミナーが TPW によって実施される 

◎用語の変更「中長期財政管理計画」→「事業計画」 

財政計画は事業計画の 1部に含まれるため、関係者のイメージを明確化する。 

中期：5年、長期：10年・・・・5年をローリングしていく 「期間」（JCC で確認） 

 

[活動] 

2-1 施設/設備更新の費用支出計画を策定する 

2-2 拡張/整備計画を策定する 

2-3 運転維持管理の費用支出計画を策定する 

2-4 財政計画を策定する（資金と費用の算定） 

2-5 (2-1)～(2-4)に基づいて年次事業計画を作成する 

2-6 成果 3 と 4 の結果に基づいて、中長期事業計画の計画と年次事業計画を見直す 

2-7 中長期事業計画の計画策定に関する経験と地方公営水道局が学んだ内容を共有するための

セミナーを開催する 

2-8 情報の共有と地方公営水道局と利用者の関係を促進するための啓発活動を行う 

◎ 活動の追加 「事業計画財政計画 を策定する（資金と費用の算定）」 

3. TPW において中長期事業計画の実施状況を定期的にモニタリングする能力が向上する 

3-1. TPW は、中長期事業計画のモニタリング結果を含む報告が定期的に提出される 

 

[活動] 

3-1 上記成果 2 で作成された計画の進捗確認を行い、計画と実績に相違がある場合はその原因を
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分析する 

3-2 （3-1）の分析結果をもとに、財政計画と年次事業計画（ビジネスプラン）にフィードバックする  

3-3 計画の進捗度合いを定期的（毎月、四半期、半期、年次）に報告する 

4. MIHにおいて、TPWに対する経営状態のモニタリング、計画審査、政策策定、財務支援に関する能

力が向上する 

4-1 TPW は業務指標のモニタリング結果について定期的に MIH に報告する。 

4-2 MIHは TPW から提出された業務指標のモニタリング結果が妥当かどうか判断できる 

4-3 MIHは TPW から提出された中長期事業計画や年間計画が実現可能かどうか判断できる 

4-4 MIHは MIH と公営水道局の将来の状況について提案する 

 

[活動] 

4-1 TPW の業務指標（Performance Indicator：PI）の収集状況、モニタリング体制を確認する （モニ

タリング項目、定義、頻度、責任者、取りまとめ、分析、報告） 

4-2 TPW でモニタリングすべき PI を特定する 

4-3 PI の適切な収集体制に関する研修に参加する 

4-4 TPW が定期的に PI の結果を MIH に提出するようモニタリングする 

4-5 TPW が提出した PI を分析し、適宜アドバイスする 

4-6 上記の成果 1～3 の活動を通じて実施される集合研修や OJT に参加する 

4-7 上記の成果 2 の活動を通じて実施される集合研修や OJT に参加し、適切な料金算定に関す

る知識を習得する 

4-8 TPW から提出された中長期事業計画や年次事業計画（ビジネスプラン）の妥当性をレビューし、

必要に応じて修正を求める  

4-9 資金調達のための資料を準備し、ドナーや政府機関にプロポーザルや詳細計画を提出する 

4-10 MIH の将来像や地方水道局の公社化について協議を行なう 

4-11 水道法と関連する規制の策定に関し、水道事業体に対して MIHが執行する権限と責任を明確

にするための議論を行なう  

4-12 水道事業体に継続的な研修や必要な情報を提供するための公的な支援組織の強化について

議論を行なう 

◎ 4-6、4-7 の活動の削除 

DPWS のこれらの業務能力の向上を支援する必要性はあるものの、現状の

MIH の体制、DPWS の人員・能力に鑑みて、これらの活動を実施することは難

しいため。 

 

◎ 活動の追加「Provincial Tour への参加を通して MIH の TPW に対する経

営状態のモニタリング能力の強化を図る」 

MIH の TPW に対する指導については、Provincial Tour を通じて実施されてい

る。専門家・MIHの C/P も同行し、MIH の C/Pへの OJT も行っている実績が

あることから、これをプロジェクト活動に含めることで、他の成果との効果的な相

互作用が期待される。 

 

なお、4-5、4-8 は Provincial Tour で実施するため PDM に残す。 
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5. TPW において人材育成やその改善策を分析する能力が向上する 

5-1. 現状と理想的な職員能力のレベルと職能に関するギャップが分析され、分析結果がまとめられる 

5-2. 育成が必要な研修項目、対象者、採用要件が特定される 

◎ 指標 5-1 の削除 

理由：現状の職員能力レベルの把握と研修ニーズの把握については、各ＴＰＷ

で日常業務において行われており、プロジェクトでの追加的な支援が必要と考

えられないため。 

[活動] 

5-1 TPW の全部署の業務所掌をレビューする  

5-2 TPW の各部署の「理想の姿（あるべき状況）」について議論する 

5-3 (5-2)の結果に基づいて、既存の業務所掌を改定する 

5-4 各部署（人材）の現在の能力レベル（パフォーマンス含む）や機能を特定する 

5-5 あるべき姿と現在の状況を比較し、ギャップを分析する（研修のニーズアセスメントや報酬システム

などのレビューも含む 

5-6 TPW が強化すべき重点分野について議論する 

5-7 各 TPW において技術的な観点から水道施設の運転をモニターする 

5-8 ギャップを埋めるために必要な対策を特定する 

5-9 TPW で育成された人材をどう維持するかを議論する 

◎ 活動の追加「5-4 Provincial Tour からの助言を受ける」 

 

◎ 活動の追加 「プロジェクトの定例会の機会に、人材育成やその改善策に

ついて TPW間での取り組み事例等の共有を進める」 

各 TPW で取り組んだ結果成果がでてきている事例もあるため、また TPW間で

は他の TPW での取り組みに関心が高いため。 

 

なお、活動 5-4、5-5、5-5、5-8 は Provincial Tour を通して指導される。 
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